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1)は じ め に

か つ て 私 は1991年 に ス イ ス 政 府 奨 学 金 留 学 生 と して 渡 欧 し,1995年4

月 ま で ジ ュ ネ ー ブ 州 、裟大 学 法 学 部 法1転ll史研 究 室(D6partementd'histoire

dudroitetdesdoctrinesjuridiquesetPolitiquesdelaliacultededroit

a1'Univet-・sitedeGeneve.以 ド,「 ジ ュ ネ ー ブ 州 立 大 学 」 を 「ジ ュ ネ ー ブ

大 学 」と1略 。)に 留 学 し て い た 。 グ ロ チ ウ ス,プ ー フ ェ ン ドル フ の 典 籍 の フ

ラ ン ス 語 訳 を 介 し て,い わ ゆ る 近 世ri然 法 論 を18qtr紀 ヨ ー ロ ッ パ に 広 く

伝 播 さ せ た 法 学 者 ジ ャ ン ・バ ル ベ イ ラ ッ ク が 教 鞭 を 執 っ て い た の は,ス イ

ス の ア カ デ ミー ・ ド ・ロ ー ザ ン ス(現 在 の ロ ー ザ ン ス 州 ㍍ 人 学)で あ る。

こ の よ う な`拝 情 か ら,ス イ スli{i内 の 各 州 疏 大 学 図 井館 と 各 カ ン ト ン の 公 文
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書 館 を 訪 ね て は彼 に関 係 した 文献 や 史料 を探 し,私 は論 文 を 執筆 して いた 。

こ の う ち,私 が 最 も よ く 利 用 し た 施 設 が ジ ュ ネ ー ブ 州 、γ図 書 館

(BihliothequePubliqueetUniversitairedeGeneve)と そ のllゴ文 書 史 料

室(Departementdesmanuscrits,autrementSalleSenebier)で あ る。

この 古文 書 史 料 室 には,当 時 の ア カデ ミー ・ ド ・ジ ュ ネー ブ(現 在 の ジ ュ

ネー ブ大,,,.,f-)の著 名 な神 学 者 テ ユ レテ ィニ イに あて て バ ルベ イラ ッ クが ロー

ザ ン ヌ,パ リ,グ ロニ ンゲ ンか ら一lriiき送 っ た膨 大 な 肉筆 井簡 が 保 存 され て

い る。 そ こで,llf文 書資 料 室 で バ ルベ イ ラ ッ ク,1}簡を ル ー ス リー フ に 転写

閲 読 しなが ら,折 にふ れて は,室 内 のll傑 に 備 え付 け られて いた シ ャル ル ・

ボ ル ジ ョオ編 纂 に よ る 全6巻 に も及ぶ 浩 禰 な 「ジュ ネ ー ブ 人学 史』 を 閲 覧

した。 ち な み に,こ の編 纂 者 ボ ル ジ ョオ は,ジ ュネ ー ブ 大学 法学 部 で 久 し

く国 制 史 を 講 じた 人物 で あ る。 そ の た め か,こ の1r物 は 大 学 史 と して ば か

りで な く,法 学 部 史 と して も優 れ て い る。

さて,こ の 浩 禰 な 『ジ ュ ネー ブ大 学 史』 を閲 覧 して い た と ころ,2点 の

記 述 が 私 の 関 心 を 引 い た 。 第1点 は,1giiヒ 紀 末 期 に比 較 法 担 当 で法 学 部

長 を も務 め た ル イ ・ブ リデ ル 教 授 が'亘時 の 東 京 帝11ξ1大学 法 科 大 学 に招 聰 さ

れ た こ と1,で あ る。 も う1点 は,「1872年 か ら1895年 にか け て,学 部 学

生226名,42名 の 法 学1:号 取 得 者(こ の う ち13名 は ス イ ス留 学 中 の外 国

人留 学 生 で あ る)に 対 して,ジ ュ ネー ブ 大学 法 学 部 は,法 学1湯,法 学 博

L号,そ れ ぞ れ を授 与 した。 以 ドに,博12号 取 得 者 の氏 名,論 文 テ ー マ,

学 位 論 文lI頭 審 査 の順 に,掲 げ て お く」 と あ り,そ の最 後 に 「T・ ノサ ワ

(日 本)『 大ll本 帝 国 憲 法』,1895年 」 と記 載 して あ った こ ど,で あ る。 第

1点 目に つ い て は,東 京 大学 が 『r'京 大 学rf年 史』 を編 纂 した 際 に,戦 前

の 外 国 人 御 雇 教 師 に つ い て 詳 細 に調 べ て い るだ ろ う と思 い,私 は さ ほ ど興

味 を抱 か な か った ～。 これ に対 して,私 は第2点llのrT・ ノサ ワ」 と は ど

の よ うな 人 物 で あ り,日 本 へ 帰 国 後 はfl・∫を した の だ ろ うか,と 強 く関 心 を

惹 か れ た 。 バ ス チ ィオ ン公 園 にlfllして い た ジ ュ ネ ー ブ 大 学 法 学 部 校 舎
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明治期 一・日本人留学生の大 日本帝liξi憲法論

(1991年 当時)と ジ ュネ ー ブ州 、ア図,1事館 と は 「ノサ ワ」 氏 が 在 籍 して い た

当時 の ま ま で あ った し(そ の 後,ジ ュ ネ ー ブ大 学 法 学 部 は プ ラ ンパ レ広 場

南 の ユ ニ ・マ イ校 舎 に移 転 した),私 自身 が ジ ュ ネー ブ 大学 法 学 部 に在 籍

す る 日本 人 留 学 生 とい う同 じ境 遇 にあ った こ と に よ る。

ll本 帰 国 後 に閲 覧 した 「幕 末 明 治 海 外 渡 航 者総 覧』 に よ る と,「1886年

か ら1895年 にか けて 野 沢 武 之 助 な る 人物 が ドイ ツ,ス イ スへ 私 費留 学 し,

特 に ジュ ネ ー ブ 法 科 大 学 で 法 律 学 を 学 ん だ 。 帰 国 後 は,帝 国 議 会 議 員,明

治 法 律 学 校 講 師 を勤 め た。 死 亡年 川1は 不明 」1との 記 述 が 出 て い た。 また,

明 治 法 律 学 校,す な わ ち,現 在 の 明 治 大 学 法 学 部 で 教 鞭 を 執 った との こ と

で あ る か ら,明 治 大,,,,,t一が編 纂 同行 して い る大 学 史 を ひ も とい て み る と,た

しか に創 設 問 もな い 頃 の 明 治 法 律 学 校 教授 陣 の 中 に 野 沢 武 之 助 の 名 前が 出

て い る5。時 期 的 に は 「T・ ノサ ワ」 が法 学 博L号 を取 得 したfl・'f期に ジュ ネー

ブ大 学 に 在籍 して お り,ほ ぼ1司一 人物 で はな い か と私 は推 測 した。 しか し,

これ だ け で 断 定 す る わ け に は い か な い 。 「T」 と い う頭 文 字 が そ も そ も ど

の よ うな 名 で あ っ たか を確 定 しな けれ ば な らな い。 そ こ で,外 務 省 外 交 史

料 館 に 「1886年 か ら1895年 にか けて のf入 国 記 録 が残 って い れ ば,「T・

ノサ ワ』 とい う人 物 は いな いか 」 と照 会 して み た。 これ に 対 して,次 の よ

うな 趣 旨の 回 答 が あ った。 「出 人 国 関 係 記 録 は所 蔵 して は い な い 。 明 治19

年(1886年)度 の 『海 外 旅 券 ド付 表』 に は野 沢 武 之 助 と い う名 前 は な い。

た だ し,同 年2月2511付 で 品lll弥 二郎 ドイ ツ 公 使 の 随 員 と して ドイ ツ行

の旅 券 を ド付 され た野 沢 竹 松,明 治18年(1885年)9月15日 付 で 米 国 へ

の 白費留 学 を 目的 と して 旅 券 を ド付 され た 野 沢 竹 松 が,実 際 に渡 航 した か

は 別 と して も,野 沢 武 之 助 と同 一 人 物 と い う"∫能 性 は あ る」",と の こ とで

あ った。

次 に,ジ ュ ネー ブ 大t=7r部 の 法 制 史 研 究 室 宛 に,ボ ル ジ ョウ編 「ジュ

ネー ブ 大 学 史 』 の 中 で 「T・ ノサ ワ」 に 関 す る記 述 の コ ピー を送 付 し,折

り返 し"1時 の 成績 表 や,博L号 請 求 論 文 が 所 蔵 され て お れ ば,そ れ らの コ
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ピー を 送 って ほ しい 旨 を 要請 した。 そ の結 果,大 学 の 中 の ア ル ヒー ブ に保

存 され て い る成 績 表 と,法 学 部,雪桝{に 所 蔵 され て い る 田行済 み 博1:論 文 の

コ ピー が 私 の も と に 届 い た 。 そ れ に は,「 タケ マ ツ ・ノザ ワ」 と あ った。

これ で,野 沢 竹 松 と野 沢武 之 助 とが1司一 人物 で あ る こ とが 判 明 した。 お そ

ら くは,帰 国 後 に 名 前 を 変 え た の で あ ろ う。

これ を も とに,栃 木 県 や,野 沢 の 生 まれ た 真 岡 市,そ れ ぞ れ の 教 育 委 員

会 あ て に野 沢武 之 助 の 末 商 が い るか を 私 は 照 会 した。 い ず れ も 「不 明 」 と

い う回 答 だ った。 も っ と も,野 沢 の 実 父 で あ る野 沢 泰 次 郎 が 当時 パ イオ ニ

ア 的実 業家 と して 名 高 く,か つ,地 元 の ド野 新 聞 の 経 営 に も一一時 期 関 与 し

て い た こ とか ら,ド 野 新 聞 編 集 局 に照 会 した 。 お りか え し,同 氏 編 集 局 メ

デ ィ ア情 報 部 よ り,「 武 之 助 氏 との 直 接 の 血縁 関 係 は な い が,野 沢 家 を 今

もJ'っ て い る」 とい う野 沢rIt-LCと い う一 御 婦 人の 住 所 を教 え て い た だ い

た。Lif速,こ の 御 婦 人宛 に 書簡 で 野 沢武 之 助 に関 して 問 い 合 わせ た と ころ,

「'F成4年 に武 之 助 の 次 男 邦 之 助 が 亡 くな り,さ ら に武 之 助 の没 落 等 で 本

人 の 位 牌 は お ろか 写 真 等 当 時 の 物 は何 一 つ と して 残 って は い な い」,と い

う回 答 で あ っ た。 しか し,一 族 の 占 老か らの聞 き 書 き を は じめ と して,野

沢 武 之 助 本 人 の抹 消 済 戸 籍 抄 本 と野 沢家 家 系 図 等 の現 在"∫能 な 限 りの情 報

を送 って ドさ っ た ば か りか,法 制 史 ヒの研 究 対 象 とす る こ とに も御 承 認 を

い た だ い たO

以 ドで は,偶 然 に も私 が ジ ュネ ー ブ で遭 遇 した,野 沢武 之 助 とい う明治

期 の一 目本 人留 学 生 の 人物 像 を現 在 入 手"∫能 な 範 囲 で 復 元 ・再 構 成 し,か

つ 彼 が留 学 先 で 発 表 した 法学 博1湯 請 求 論 文 を 検 討 す る こ と と した い。

ま た,明 治 期 の 日本 と欧 米 との 間 に は 多 くの 法 律 学 に 関 して 非 常 に 多 様

な学 術 交 流 が あ った こ とは 周 知 の`1{実 で あ る が,ド イ ツ,フ ラ ン ス,イ ギ

リス,ア メ リカ と い った1三要 諸 国 に偏 した き らい が あ る。llfく は 松 本 暉雄

教 授 が ル イ ・ブ リデ ル につ い て,比 較li勺最 近 で は ヒ智 大学 の 中 井 晶 夫 教授

が オ ッ トフ リー ト ・ニ ー ボ ル トに つ い で,そ れ ぞ れ,研 究 成 果 を 発 表 し
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明治期一 日本 人留学生の 大目本帝 国憲法論

ておられるように,本 論文も日瑞間での法学交流の歩みをたどる一助とな

ればと望んでいる次第である。

2)野 沢武之助の年譜

野 沢 武 之 助 は慶 応2年(1866年)1月7日 に栃 木 県 芳賀(は が)郡 ド籠

谷(し も こ も りや)村40番 地(現 在 は 栃 木 県 真 岡 市 ド籠 谷2467番 地6}})

に お いて 父泰 次 郎 と母 セ イ との 問 に 長 男 と して 生 まれ た 。 戸 籍 ヒの 名 前 は

「竹 松 」 と届 出 が 為 され て い るll。

父 泰次 郎(た い じ ろ う)(弘 化 元 年(1844)～ 大il=9年(1920))は,栃

木県 に お け る近 代紡 績 業 の 先駆 者 と して つ と に 有名 な 人 物 で あ る。'拝業 と

して は 失敗 に終 わ る もの の,江 戸 時 代 か ら有 名 な 真 岡 綿 を 保 護 す るた め に

彼 が 興 した ド野 紡 績 所 は,近 年 で は 産 業 考 占学 とい う分 野 で 関 心 を 引 いて

い る。 度 重 な る 火 災 ・水 害 で 事 業 は 順 調 に は な か な か 進 まな か った が,ア

イ デ ィア に富 み かつ 人 徳 が 厚 く,後 に 請 わ れ て 初 代 栃 木 県 議 会 副 議 長 を つ

と めて い る0

竹 松 は 男2人,女3名 の 兄 弟 姉 妹 の 長 男 で あ った が,家 業 を継 ぐこ と よ

りも学 業 で身 を 、t.Lてる こ とに した ら し く,教 育 は 東 京 で 受 けて い る。 どの

よ う な教 育 を 当時 の どの よ うな 学 校 で 受 け た か は まだ わ か って は いな い。

父 親 の 泰 次 郎 は,ア メ リカ に織 物1揚 を 設 営 す る た め の 準 備 と して,

1885年(明 治18年)91J15日 付 で,私 費 とい う形 で は あ るが,竹 松 を 品

川 弥 二郎 ドイ ツ 公使 に 託 して 渡 米 させ て い る。 しか し,こ の 事 業 は 失敗 に

終 わ っ たU。

こ の 間 の い き さつ は わ か らな い が,竹 松 は翌1886年(明 治19年)2月

25日 付 で 品 川 弥 一剥 ≦ドイ ツ公 使 の随 員 と して ドイ ツへ と旅 ㍍ って い る1?。

こ れ よ り足 か け9年 間 に わ た る ヨー ロ ッパ 私 費 留 学 が 始 ま る の で あ る。 当

時 の 交通 手段 や,経 済 事 情 を 考 慮 す るな らば,お そ ら くは一 時 帰liミ1はで き
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な か った だ ろ う し,私 費 留 学 だ け に 莫大 な 学 資 を 要 した こ とで あ ろ う。 残

念 な が ら詳 しい こ とは 今 の と こ ろ,fll∫一 つ わ か って は い な い。 父 親 泰 次郎

が寛 容 で あ った の か も しれ な い。 野 沢 ・Pイ氏 か らの 御 連 絡 に よ る と,泰 次

郎 の も とに 養jな人 籍 した 遠 縁 で か つ 「兄弟 分 」 にあ た る とい う藤 占氏 が,

紡 績 所 の経 営 にあ た りな が ら,最 後 まで 武 之 助 を 物 心 両lrliから 支え て い た

との こ とで あ る。

さて,竹 松 が 最 初 に滞 在 した の は現 在 の ドイ ツで は ルー ル 地 ノ∫ノル ドラ

イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レ ン州 の に業 都iliミ ュー ル ハ イム で あ る。 明 治21

年(1888年)に'11地 のli∫、/.is・,:_j.校を 卒 業 して い る 。゚ お そ ら くは,栃 木

県 の実 業 家 で あ った 父 親 泰 次 郎 の 意 向 を 汲 ん だ の か も しれ な い。

そ の 後,野 沢 竹 松 は ドイ ツを あ と に して,ス イ スの ジ ュ ネー ブに 移 り,

ジ ュ ネー ブ 大学 法 学 部 で 法 律 学 を 学 び1台め て い る。 遅 くと も1890年(明

治23年)9月 ま で に は学 籍 登 録 を した もの と 考 え られ る。 どの よ うな 事

情 か ら彼 が技 術 者 と して の コー スを 歩 む こ とを や め て 法 律 学 へ と転 じた か

は わ か らな い。

当時,ド イ ツ11ξ1内の 有 力 紙 は 次 の よ う に報 じて い る。

「ll本 に お け る ドイ ツ の影 響 は ます ます 強 くな って い る。 この こ と は,

と りわ けて も英 国 に不 安 を 抱 か せ て い る。 … …(中 略)… …8年 前 に,

天1;とは,1889年 に 議 会 を 開 設 す る こ とに よ り,国 民 に 対 して 議 会 制 を

認 可す る こ とを 決 定 した 。 この 点 につ き,il本 にお け る ドイ ツの 影 響 が

増 しつ つ あ る こ と を 指 摘 して お か ね ば な らな い。1882年,II本 の指 導

的 政 治 家 の 一 人 で あ っ た 伊 藤 伯 爵 現 在,総 理 大 臣 の 要職 に 在 る

が ヨー ロ ッパ に 派遣 され た。 派 遣 の 目的 は,さ ま ざま な 、万去 ・行 政

制 度 を 研 究 し,そ の 中 か らIIIに 最 も 妥"iな 制 度 を 選 びiiiす こ とで あ っ

た。 選 択 の 余地 は 少 な か った。 共 和 制 お よ びIii制 君is制 は最 初 か ら除外

され た。 そ の結 果,大 英帝 国,ド イ ツ,オ ー ス ト リア,イ タ リア が 残 っ

た。 英 国 に は 成 文憲 法 が な く,し か も英 国 の統 治 制 度 は 外 国 人 に と って
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理 解 しに くい の で,英 国 は 考 慮 の 対 象 と は成 り得 な か った。 そ れ ゆ え に,

結 局 の と こ ろ,ド イ ツ の 制 度 が選 ば れ た。 伊 藤 伯 爵 は 数 ヶ月 間 に わ た り

ベ ル リ ンで ドイ ツ の議 会 ・行政 制 度 を 研 究 した。 そ の 際 に 伯 が 多 くの 知

己 を得 た こ と はriう ま で もな い。 この よ うな 次 第 で,首 相 就 任 後,ヨ ー

ロ ッパか らの援 助 を必 要 とす る と き,逡 巡 を 重ね て も,伯 は常 に ドイ ツ

に頼 る こ と に な った。 議 事堂 が 建 立せ ね ば な らな くな った と き,ド イ ツ

人 建 築 家 に 設 計 を 託 す こ とを 欄 い て 他 にな か った 。 だ が,そ の 建 築 家 は

部 ドとな る と ドイ ツ 人 を要 求 す るの で は な か ろ うか?憲 法 問 題 に関 す

る 内 閣顧 問 は ドイ ツ人 とな るで あ ろ う。 そ れ は,明 治 維 新 の結 果 と して

設 置 さ れ た 他 省 庁 総 て につ い て も同 様 で あ ろ う。 実 際 の とこ ろ,ド イ ツ

憲 法 の 説 明 を ア メ リカ人 や 英 国 人 に求 めて も無 駄 とい う もの で あ ろ う。

教 育 機 関 内 に お い て 雇 川 され る ドイ ツ 人の 数 が 最 も増 加 して い る。 なぜ

な らば,ド イ ツ人 は 教 師 と して 全 世 界 に お い て 高 く評価 され て い る か ら

で あ る。(後 略)」u

`1事実
,1882年(1リj治15年)か ら翌 年 に か け て,'且1時 政 府 参 議 で あ った

伊 藤 博 文 は 憲 法 調 査 の た め に渡 欧 し,ド イ ツ で は グナ イ ス ト,オ ー ス ト リ

ア で は シ ュ タ イ ンに師 事 して 君}{権 の強 い ドイツ 系 国法 学 を学 ん で い る。

そ の 知 見 や,ド イ ツ人 法 律顧 問 ロ ェス レル,モ ッセ の意 見を も参 考 に して,

Ii本1団 内 で は,1889年(1リ1治22年),ド イ ツ法 か らの 圧 倒 的 な 影 響 の も

とに 起r'rr一され た 大li本 帝 国 憲 法 が 発 布 され,翌1890年(明 治23年)に は

公 布 され て い る15。

これ と共 に,い わ ゆ る 「明 治14年 の政 変 」 を契 機 に 勢 力 を拡 大 して き

た 自 山民 権 運 動 の思 想 的 基盤 で あ る英 米 仏 系 思 想 に対 抗 す る形 で,井 ヒ毅

ら政 府 高 官 らは,「 現 今 欧 州 ノ建 国,独 リ学 国(プ ロ イセ ン)ハ 我1司二 近

キ 者 ア リ,itノ ー 例 ヲ挙 ゲ ル トキ ハ,英 国 二 於 テ政 府 ト称 ス ル ハ,E室 其

中 二 有 ラズ,而 シテ 学 国 二 於 テハ,政 府 ハi=室 トス,凡 ソ此 ノ類,llξi憲 ノ

関鍵 二 於 テ,毎 々相 反 セ リ,… …(中1略)・ … ・・tラ 李llξiノ,,,,,f.ヲ勧奨 シ,数
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年 ノ 後,… …(中 略)・ ・… ・以 テ 英学 ノ 直往 無 前 ノ勢 ヲ暗 消 セ シ ムベ シ」

(括 弧 内 は 引 用 者)ll'と して,ド イ ツ学 の 導 入 に よ る国 家 設 計 を 始 め た。 そ

して,社 会 的 に も ドイ ツの 風 物 が もて はや され る よ う にな るの で あ る「。

この よ う に,il本 国 内 で は ドイ ツ法 派 の 勢 力 が 急 速 に拡 大 しつ つ あ った

こ とが 渡 欧 前 にわ か って いた の だ か ら,野 沢 は ドイ ツ国 内 の 大 学 法 学 部 に

学 ぶ べ きだ った の で は な か ろ うか 。 そ れ と も,伝 統 的 に フ ラ ン ス文 化 に 強

い憧 れ を抱 く ドイ ツ人 の 学 生 に 混 じって,ス イ ス ロマ ン ド地 方 の 大学 法学

部 へ と転学 した の か も しれ な い。 い ず れ に して も,野 沢 が ドイ ツか ら ス イ

スへ 移 り,L学 か ら法 律 学 へ と転 学 した い き さつ に つ い て は,現 存 す る史

料 か らは何 も読 み取 る こ とが で き な い。

ジュ ネー ブ州 立公 文 書館 に保 存 され て い る 「外 国 人滞 在ll1二可、1[[発給 記 録 」

を 私 が 閲 覧 した と こ ろ,野 沢 は,1889年7月6日 付 で27247番 とな る滞

在 許 可証 の発 給 を受 け て い る。 そ の 後,ほ ぼ 毎年5月 又 は6月 頃 に,現 代

Ilで は 入 国 管 理 局 に相 当 す る 官 庁(Colltr61d'habitant)に 出 頭 し,彼

は滞 在 許"∫井を 更 新 して い る。 住 所 は幾 度 か 変 更 され て い る。 当初,「 ル ェ

ル ・ ド ・ ミ ィデ ィ通10番 地,フ ィ ッシ ャー 氏 ノ∫」(RuelleduMidi10 ,

chezFischer)に ド宿 し,更 に 「ロ ー ヌ通100番 地,マ イヤ ー 夫 人 方 」

(RueduRh6ne100,chezMMeyer)に 転 居 し,ジ ュ ネ ー ブ 大 学 に 学 生

登 録 して か らlliへ 帰 国 す る まで は 「サ ン ・ジ ャ ン通7番 地,ジ ャニ ン氏

方」(RueSt.Jean7,chezJanin)に 」留 ま って い るIR。現 在,こ の 区llhiに

は1920年 代 に建 設 され た 人 き な ア パ ー トが 、アって お り,当 時 の 面 影 は な

い1`1。現 在 で も比 較 的 に閑 静 な 住宅 街 で あ る 「サ ン ・ジ ャ ン通7番 地,ジ ャ

ニ ン氏 方」 に居 を 定 め て 以 後5年 間 を 彼 は こ こで 過 ご した こ と にな る。

ジ ュ ネ ー ブ 大学 法 学 部 へ の 野 沢 の 学 生 登 録 は 大 学 側 の 記 録 に よ る と,

1891年4月 と な っ て い る。 この2年 間 の 空 白期 に 彼 は 何 を して い た の で

あ ろ うか。1つ に は,ス イ スが 外 交L永 世中 ㍍を 取 って い た た め に外 国 で

の学 校 で の 単位 や 免状 の'1:換 認定 に つ い て の 国 際 条約 に 加 盟 して い な い と

8



明治期一 日本人留学生の 大日本帝国憲法論

い う特 有 の 事情 に よ り,野 沢 が 日本 と ドイ ツで 修 め て 来 た 学 歴 評 価 が ジ ュ

ネ ー ブ 州 側 で す ん な り と決 ま らな か った と い う 事情 が 考 え られ る。2つ 目

に は,お そ ら くは 日本 で フ ラ ン ス語 を 修 め て は い な か った で あ ろ うか ら,

野 沢 は,大 学 へ の 学 生 登 録 前 に フ ラ ン ス語 の 実 地 研 修 を して い た の で は な

か ろ うか。

ま だ 大学 白体 が 小 規 模 で あ った た め か,当 時 の ジ ュ ネー ブ大 学 は 各 学 期

ご と に 全 教 員 そ して 全 学 生 の 氏 名 と住 所 とを 掲 載 した 小fH>'を 発 行 して い

る。 こ れ を 見 る と,1892年 度 夏 学 期 の 場 合,3年 生 課 程 で の 法 学 部 全 体 で

聴 講 生 を も含 め て121名 が 登 録 さ れ て い る。 この う ち,ス イ ス 人学 生 は

22名 に過 ぎず,そ の 他 は ヨー ロ ッパ 各 国 か らの 外 国 人留 学 生 で 占 め られ

て い る。 特 に ブ ル ガ リア と ドイ ツか らの学 生 が そ れ ぞ れ,35名,34名 と

多 く,日 本 人学 生 で は野 沢 の 外 に は 「オ ガ タ ・ナ オ ト」 とい うll本 人 名 が

認 め られ る。 残念 な が ら,こ の 人 物 が き ちん と学L号 を 取 得 した か は 確 か

め る こ とが で き な い㌔

さ て,野 沢 が 在学 して い た 頃 の ジ ュ ネー ブ と州 　/_人学 とは どの よ うな 環

境 に あ った の で あ ろ うか。

第1に,ジ ュ ネ ー ブ の カ ン トン につ い て で あ る が,19Nr紀 初 頭 の 復 占

i三義 に 支配 され る微 妙 な ヨー ロ ッパ 国 際政 治 の 中 で 自 らの権 益 を 守 るた め,

そ れ ま で い ず れ の 勢 力 に も属 す る こ との な か っ た ジ ュ ネ ー ブn:和 国 は

1814年 に ス イ ス盟 約 者 団 に 加 わ り,1848年 の 連 邦憲 法 の 制 定 以 後 はil:式

に ス イ ス連 邦 の一 カ ン トン とな った。 ア ン シ ャ ン ・ レジー ム ドで の 従 来 の

保 守 的 体 制 か らの 抵 抗 を 受 け つ つ も,ナ ポ レオ ン戦 争 を 契 機 に ジ ュ ネー ブ

に流 人 して き た 急進 的 自山i義 が 次 第 に穏"iな 形 で 浸 透 して い き,選 挙 権

拡 大 ・政 教 分 離 等 々の 近 代 民i三1三義 の 政 治 的 成 果 が 制 度 化 され て い く21。

第2に,こ う した 自由i義 思 想 は 大 学 に も浸 透 して い った 。 急 進 民i三党

との 関 係 の 深 い 物 理 学 者 カー ル ・フ ォー ク トは,総 長 と して の 辣 腕 をふ る

う こ とに よ り,"i時 め ざ ま しい発 展 を 遂 げて いた ドイ ツ型 大学 に範 を取 り

_y



つ つ,そ れ まで 中 等 教 育 と高等 教 育 とが混 在 して いた ア カ デ ミー ・ ド・ジュ

ネ ー ブ を 近 代 的 大 学 へ の 改 組 を 成 し遂 げ た 。1872年 の こ とで あ る。 こ の

時 に医 学 部,理 学 部 の理 科 系 学 剖1が増 設 さ れ,ド イツ の私 講 師 制度 が導 入

され た2コ。 更 に は,い わ ゆ る ア カデ ミッ ク ・フ リー ダ ム が導 人 され た ば か

りか,早 く も進 歩 思 想 にtl'uめ た一 女性 に対 して学 生 登録 を 認 め て い る21。

第3に,法 学 部の 場 合,伝 統 的 に ドイ ツ国 内 の 各 大学 法 学 部 か らフ ラ ン

ス語,フ ラ ンス 文化 を学 ぶ た め に毎 年 か な りの数 の ドイツ 人学 生 が短 期 間

の 学 生 登録 を してお り,学 生層 の 中で も ドイ ツ法 文化 の影 響 が 強 い所 で あ っ

た ㌔

このt時 の 野 沢 の 学 業状 況 につ い て,ジ ュ ネ ー ブ 大学 本 部 ア ル ヒー ブ に

保 存 され て い る成 績 原 簿 に よ って 知 る こ とが で き る 。 例 え ば,1891年7

月 に野 沢 が 最 初 に受 験 した 試 験 で は,「 法 制 史1」25(Histoireetinstitu.

tions)で2点,「 法 制 史11」srが3点,「 民 法 」2丁(Droitcivil)は5点,「 経

済 学 」yx(Economiepolitique)は2点 と な って お り,総 合 点 で は12点,

評 定 は 「不 合 格 」 とな って い る。 最 低 合格 点 は16点 とな って い る,,,。ち な

み に,現 在 で もそ うで あ るが,ス イ スの学 校 で の成 績 は6段 階 評Tilliにな っ

て お り,最 高 点 は6点 で あ る。 出題 され た問 題 に もよ る け れ ど も,彼 が 他

の 学 生 に伍 して 民 法 で5点 と い う高 い点 を得 点 して い る こ とは注 目 して よ

い で あ ろ う。

更 に,翌.1892年4月 に 実 施 さ れ た 試 験 で は,「 ロ ー マ 法 」aU(Droit

romain)で4点,「 民 法 」tl(Codecivil)で5点,「 商 法 第 一一部」{2(Droit

commercia1)で4点,「 比 較 民 法4:{J`(Legislationeivilecompai・ee)で5

点,合 計18点 で 合 格 とな って い る11。 この 時 に比 較民 法 講義 を担 当 した の

が,ル イ ・ブ リデ ル 教授 で あ る"。 彼 は,伝 統 的 に 女性 の 社 会 進 出 に対 し

て 保 守 的 な ス イ ス社 会 に あ って,IIIく か ら女権 拡 張 論 者で あ っ た こ とで 著

名 な 人 物 で あ る。 後 に 東京 帝 国 大 学 法 科 大 学 へ ㌃;で井 政 章の 紹 介 で フ ラ ンス

法 担"iの 御 雇 外 国 人 教 師 と して 招 聰 され,そ の ま ま現 地 で 客 死 す る こ と に
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なili。 実 際 に は も う少 し多 くの 学 生 が 聴 講 して い た と して も,記 述 式 と

lI述 式 両 方 の試 験 を受 験 して,こ の 時 に 合格 した学 生 は,野 沢 を も含 め て

6名 で あ る。 彼 とブ リデ ル 教 授 と の 面 識 は この 時 か ら始 ま っ て い た とILて

よ いで あ ろ う ㌔

同年10月 に実 施 され た最 終 試 験 で は,「 公 法 」Sh(Droitpublic)で4点,

「国 際 法 」"1(Droitintemational)で3%2点,「 刑 法 」1°(Droitpenal)で4

点,「 民3拝 訴 訟 法 」"(Droitdeprocedurecivile)で4%点,「 連 邦 法 」12

(Droitfederal)計16点 で 合 格 とな って い るB。 取 得 済 単位 を 含 め て 卒 業

に必 要なlii位 数 を満 た した こ とに な り,野 沢 は1892年10月22!1付 で ジ ュ

ネ ー ブ 大学 の法 学f:"-i」(Lieenceendroit)を 取 得 して い る。

な お も彼 は 博i湯 取 得 を 日指 して ジ ュ ネー ブ 滞 在 を 続 け て い るが,学 肚

号 を終 え て か らの野 沢 の身 分 は 定 か で は な い。 教 職 員,学 生,聴 講 生 そ れ

ぞれ の 全氏 名 と宿 所 とを収 録 した'li時 の 大 学 発 行 の 住 所 録 を 検 索 して も,

野 沢 の 氏 名 と住 所 とは 出て こ な いll。'i1時,ジ ュ ネ ー ブ 大 学法r部 で は,

学i課 稚 を終 え て か らな お も博L号 取 得 を 目指 す 学11モの 場 合,指 導 教 授 の

推 薦 と学 部 時 代 の 成 績 と を 考 慮 して 私 講 師(Privat-docent)に 任 命 され

れ ば,指 導 教 授 の研 究 補 助 や 学 部学 生 対 象 の 復 習 授 業(repertoire)を 勤

め な が ら,学 位 論 文 を ま とめ る とい う制 度 に な って い た ㌔ 学 識 は と もか

くと して,語 学 的 な 制約 に よ るた め で あ ろ うか,私 講 師 に 任 命 され る こ と

もな く,手 数 料 を 徴 収 され るだ け で 学 歴 に もな らな い 聴 講 生(auditeur)

と して 登録 す る こ と もな く,野 沢 は3年 間 を 全 くの 私 人 と して ジ ュ ネー ブ

に滞 在 して,故11ξ1か らの 仕 送 りに 頼 りな が ら,博L論 文の 執 筆 に 惇念 した

と想 像 す る しか な い よ うで あ る。

彼 が 論 文 執 筆 の 対 象 と した の は,後 述 す る よ う に,故 国 日本で 公 布 され

て ま だ 数 年 しか 経 て いな い大 日本 帝 国 憲 法 で あ る。 彼 は,こ れ を ヨー ロ ッ

パ で の 国 法 論 を も と に,比 較 法 的 考 察 を 試 み た の で あ った 。 お り し も

1894年 よ り始 ま った 目清 戦 争 が 日本 側 に 有 利 に 展 開 して い た 。 この こ と
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は,後 述 す る よ うに,彼 の 論 文 の 中 に も反 映 して い る。

1895年7月1611,論 文 のli頭 試 問(soutenenance)をlll辱 事に 終 え た野

沢 の 博L論 文 『大 目 本帝 国憲 法 論 』(1895年)は,法 学 部長 ル イ ・ブ リデ

ル教 授 の 名 で 「ジ ュネ ー ブ人学 法 学 部 は 大 日本帝 国 憲 法 に つ い て 野 沢氏 が

ま と め た 博Lレ ナ請 求 論 文 の 公f=iJを許 可す る。 但 し,本 学 部 と して は,こ の

論 文 の 学 術 的 価 値 や1巧〔著 者 の 見 解 に つ い て 責 任 を 負 わ な い」il1との 文riが

付 され て,公 同許 可 を受 け て い る。 ジ ュ ネー ブ 大学 本 部 ア ル ヒー ブに 保 存

され て い る1895年8月 に作 成 され た 成 績 原 簿 に よ る と,現 在 の ス イ スで

も実 施 さ れ て い る6段 階 評ldtiのも とで,2名 か らな る 口頭 試 問 委 員か ら,

「41iii/z.,.,」,「4点」の 得 点 が'∫え られ,「 合 計S%z点 」 で 「合 格 」(L'examen

estadmis)と な っ て い る17。12点 満 点 で 「優 」(maximum),10点 で

「良 」(assezbier),8点 で 「rl∫」(suffieient),8点 未 満 で 「不 可」(mini-

mum)と 区 分 され るの で,野 沢 の成 績 は 「.,」」,す なわ ち,ぎ りぎ りで 合

格 した とい う こ と に な るixO評 価 が さ ほ ど高 くな か っ た の は な ぜ か につ い

て は 後 述 す る。

また,現 在 と は制 度 が 違 って い た ので あ ろ うか,そ れ ぞれ の評 点 は法 学

部 教 授 の 誰 が ド し た の か,す な わ ち,it頭 試 問 委 員 会(jUryde

soutenance)が ど の よ う に 構 成 さ れ て い た の か,に つ い て は,成 績 原 簿

に も野 沢 博t論 文 に もr;及 され て い な い。 推 測 の域 を 出 な い の だ が,比 較

憲 法 論,比 較 国 制 論 とい う テ ー マ か らす る と,1名 の 審 査 員 は比 較 民 法 学

を 講 じて いた ル イ ・ブ リデ ルで あ り,も う1名 は公 法,国 法 を担'i1し て い

た フ ェ ルデ ィナ ン ド ・ゲ ンテ だ った の で は な い か,と 私 は 考 え て い る。

こ う して,カ ル ヴ ァ ン創 設 に よ る ア カ デ ミー ・ ド ・ジ ュ ネ ー ブ か ら

1872年 に近 代 的 大 学 と して 改 組 発 足 した ジ ュ ネー ブ大 学 法 学 部 に お い て,

野 沢 武 之 助 はfly人 と して は初 め て の法 学 博L}}(Docteurendroit)を

授 与 され,法 学 博 トとな った の で あ っだ"。

1895年(iリ1治28年)10月,野 沢 は帰 国 した。1886年(明 治19年)の
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渡 航 か ら実 に9年 ぶ りに 故 国 の 上 を踏 ん だ こ とに な る。 どの よ うな い き さ

つ か らか,翌1896年(明 治29年)に は,野 沢 は 名 を 「竹 松 」 か ら 「武 之

助 」 と改 め て い る%

帰 国 直 後 の 動 静 は わ か らな いが,1897年(明 治30年)9月 よ り,野 沢

は 国 際 私 法 担 当 の講 師 と して 明治 法 律 学 校 と東 京 劇 月学 校 の 教 壇 に 立 って

い る51。明 治 法 律 学 校 で は週 二時 間 の 講義 に つ き,棒 給41ilと 唯代(今 目

の 交通 費)と が 支給 され た。 当 時 の 「明 治 法 律学 校 職 員調 」 を 参 照 す る と,

計33名 の教 員 の う ち27名 が 司法 省法 学 校 ま た は帝 国 大 学 法 科 大 学 を 卒 業

した 現 職 の 裁 判 官 で 占 め られ て い る認。 当時 の 明 治 法 律 学 校 に は 専 任 講 師

を お く余 裕 が な く,官 途 に あ る 者 に よ る 兼 担 に 依 存 せ ざ るを 得 な か った 。

しか し,他 方 で は,こ う した官 吏 らの 肩}rr;が学 生 集 め に 資 した ら しい一i3。

野 沢 の 場 合,官 職 が な い た め に 「兼職 ノ箇所 」 とい う項 目が 空 欄 の ま ま と

な って い るsi。 明 治 以 後,四 民 平 等 が 謳 わ れ て は い た もの の,`1'民 出 身 で

「洋 行 帰 り」 の野 沢 が疎 外 感 を 味 わ った の で はな いか 。

1898年(明 治31年)3月15日 の 第5回 総 選 挙 無 所 属 で 、ヱ候 補 した 野 沢

武 之 助 は栃 木 県 第1区 選 出 の 衆 議 院X11に 当選 した5`。 も と も と,栃 木 県

第1区 は,第2回,第3111i第4回 の総 選 挙 で 当選 した実 績 を もつ 民 権 運 動

家 星 亨 の選 挙 地 盤 で あ った51'。ち ょ う ど こ の 時 期 に,白 山 党 内 の政 策 不 一一

致 を 不 満 と した 星 は駐 米公 使 と して 転 出,国 外 に あ った。 父 親 泰 次 郎 が か

つ て 栃 木 県 議 会 副 議 長 を務 め た と い う政 治 的地 盤 に もよ る が,野 沢 が 出 馬

を 決 意 した の は,星 の 不 在 を 奇貨 と した の か も しれ な い。 な お,栃 木 第2

区 で は,た びた び選 出議 員 が 人 れ代 わ って い る が,栃 木 第3区 の 議 席 は,

第2回 総 選 挙 以 来,足 尾 鉱 毒 事件 の追 及 で 有 名 な 川 中ll造 に よ ってILIめ ら

れ て い た。 野 沢 は,議 会 内 で はIIIド 倶 楽 部 に 所 属 し,第12回 帝 国 議 会

(特 別 会)に 臨 ん で い る57。山 ド倶 楽 部 は 議 会 直 前 に 実 業 家 を 中 心 と して 組

織 され た政 治 団体 で あ り,政 府 に 対 して はIll立 的 な 、!_場を 取 り,政 党 と し

て の凝 集 性 は弱 か った と伝 え られ て い る:..vO
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第1211!i帝 国議 会(特 別 会)は5月1411に 招 集 され,5月1911に 開 会,

6月10日 に解 散 さ れ,実 質 的 な 会 期 は2311問 に す ぎな い。 時 の政 権 は 第

3次 伊 藤 博 文 内 閣 で あ った 。 会 期 中,最 大 の 争 点 は 日清 戦 争 後 の歳 出 不 足

を 補 う た め に政 府 が 導 入 しよ う と した 地 租 増 徴 案 の"∫否 で あ る。6月10

日の 記 名投 票 で,圧 倒 的 多 数 の 反 対 票 に よ り,否 決 され た。 野 沢 の 名 は 賛

成,反 対 いず れ の 側 に も な い。 更 に,欠 席 者 もな い 融。 従 って,彼 の 票 は

無 記 名 に よ り無 効 とな った3票 の う ちに 含 ま れ る こ とに な る。

会 期 開 始 前 の5月171iの 集 会 で の 抽 選 に よ り,野 沢 の 議 席 は130番,

第4部 に所 属 とな っだ"1。会 期 開 始 後,彼 は5月2011の 常 任 委 員選 挙 で懲

罰 委 員 に 選 出 され た1}i。5月2311の 会議 冒頭 で は,法 例 修fE案 外 二9'f

特 別 委 員 の1人 に も指 名 さ れ た。27名 の 同僚 委 員 の うち に は,鳩 山 和 夫,

児 島惟 謙 の 名 が あ る11ピ。

短 い会 期 で は あ ったが,数 多 くの 重要法 案 が 審議 に付 され,阿 ∫決 され た 。

例 え ば,法 例 修 正案,民 法 中修iE案(親 族 ・相 続 編),民 法 施 行 法 案,戸

籍 法 案,非 訟 事件 手続 法 案 が そ うで あ る。 こ の うち,野 沢 自身 が審 査特 別

委 員 で あ り,明 治 法 律 学 校 に お い て 国 際 私法 講義 の 対 象 と も して い た法 例

の 修.t:案 を め ぐる5月28日 の 審 議 で は,野 沢 の 発,言は な く,議 長 と数 名

の審 査特 別 委 員 との 間 の 意 見 が 交 わ され た の み で,法 案 は 可決 さ れ た酪。

他 方,民 法 中 修il:案 に 関 す る6月2日 の 「第 ・読 会 ノ続 キ」 で は,政 府

提 出法 案 を 支持 す る 立場 か ら野 沢 が 発riし て い る。 審 査特 別 委 員 の うち,

lll田sa_it之助 は,「 国 内法ri勺性 格 が 強 い 親 族 ・相 続 編 は 条約 改 正に はII量〔接 に

は関 係 しな いか ら断 行 を急 ぐべ きで はな い 」 とい う趣 旨か ら反 対意 見を 長 々

と展 開 しだU。 これ に対 して,野 沢 は次 の2点 か ら政 府 案 を 支持 した 。

「目本 デ モ 告ノ有 様 デ 外国 ト交 際 モ ナ ク,此 東 洋 ノ天地 二 満 足 シテ居 ッ

タ時 分 ニ ハ,格 別此 法 典 ト云 フ ノ ヲ作 ル必 要 モILナ イ ノ デ ゴザ イ マ シ タ

ラ ウ,併 ナ ガ ラ,維 新 ノ激 変 此 維 新 ノ激 変 ハ 此 社 会 ヲ殆 ド根 底 カ

ラ改 造 シ タ ト云 ッテ モ宜 イ激 変 デ,外 国 ニ モ 稀 二 見 ル トコ ロデ ゴザ イマ
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ス,此 維 新 ノ激 変 カ ラ致 シマ シテ,成 文 法 ヲ作 ル必 要 ヲ生 ジマ シ タ,ソ

レデ政 府 ハ此 明治 ノ初 メ カ ラ,頻 二 注 意 致 シマ シ テ,完iナ ル法 典 ヲ作

ラ ウ ト云 フ コ トヲ考 ヘ テ 居 リマ シ タ コ ト・信 ジ マ ス ル」cs

と述 べ て,洋 行 帰 りの 知 識 を背 景 に 法 典 編 纂 が 不 可避 で あ る こ と を説 いて

い る。 後 述 す る よ うに,こ こに は,野 沢 が そ の 博1論 文 の 中で 述 べ た 日本

近 代 化 の視 点 も反 映 して い る。 さ ら に,

「親 族 編 相 続 編 ハ 外 国 人 二 関 係 ス ル コ トハ ナ イ カ ラ,之 ヲ除 イテ 差 支

ナ イ ト云 フ御 説 ガ ア ル ノデ ゴザ イマ ス,成 ル程 此 親 族 編 相 続 編 ハ他 ノ編

ト比 べ マ ス ト,外 国 人 ト関 係 スル コ トガ少 ナ イ ノ デ ゴ ザ イ マ ス,併 シナ

ガ ラ,全 クナ イ ト云 フ コ トハ ナ イ ノデ,ソ レノ ミナ ラ ズ,随 分 或 ハ利 害

ヲ感 ズル コ トデ ア ラ ウ ト思 フ,例 ヘ バ(中 略)外li三i人 二 日本 人 ヲ相 続 ス

ル トカ,或 ハ外 国 人 ト日本 人 ト親 族 ノ関 係 ヲ結 ブ ト云 フ時 分 ニ ハ,此 レ

親族 編 相 続 編 ノ必 要 ヲ感 ズル ノデ ゴザ イマ ス,斯 ウ 云 フ関 係 ガ ア ル場 合

二,此 親 族 編 相 続 編 ヲ発 布 シナ イデ,サ ウ シ テ此 外 国 人 ハ 内地 雑 居 外 国

人 ノ内地 二 入 ル コ トヲ許 シマ ス ト,ソ レニ 附 イ テ損 害 ヲ受 ケ ル ノ ハ外 国

人 デ ナ ク シテ,寧 ロ 吾 々 目本 人 デ アル,政 府 ノ此 相 続 編 親 族 編 ヲ 発布 ス

ル ト云 フ ノハ,外 国 人 ノ タ メデ ハ ナ イ,日 本 人 民 ノ タ メ デ ア ル,ソ レ故

二縦 令此 政 府 ガ 条約 履 行 ノ条 件 トシテ 此 親 族 編 相 続 編 ヲ発 布 シナ イ トシ

タ所 ガ,斯 ウ 云 フ条 件 ヲ附 ケ ナ カ ッタ トシ タ ナ ラバ,辞 々ハ 寧 ロ親 族 編

相 続 編 ノ発 布 ヲ望 ム ノデ ア リマ ス」(ili

と い う発 言に は,彼 の国 際 私 法 の 劇 月家 と して の 面 日躍 如 た る もの が あ る。

そ の 後 もな お も審 議 が続 い て い る もの の,圧 倒 的 多数 で 政 府 提 出 に よ る民

法 典 親族 編 相 続 編 が 成 立 した。

6月6日,「 邦 内 ノー 国 二 比 ス ヘ キ 戸llヲ 有 ス ル 上地 二 対 シ鉱 毒加 害 処

分 ヲ果 サ サ ル 議 二 付 質 問 」 と題 して 田 中IE造 が質 問趣 意 書 を提 出 した 時,

野 沢 の 発 言は 特 に記 録 され て は い な いが,出 身 県 の 問題 か らで あ ろ うか,

趣 意 書 に 賛 成 す る議 員 リス トの 中 に 尾崎 行雄 ら と と もに 名 を連 ね て い る1'7。
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同年8月10日 に 執 行 され た 第6回 総 選 挙 に野 沢 は 再 出 馬 した ら しい が,

国 外 に あ りなが ら も栃 木第1区 の議 席 を憲 政 党 か ら 、完fl突補 した 星`1∫に1{父れ

て い るh.1,星 は殿 誉 褒1乏が激 しい もの の,練 達 の 政 治 家 で あ り も と も と栃

木1第1区 に強 固 な政 治 地 盤 を 有 して い た,,こ の よ うな 対 、読候 補 を相 丁一に

して,知 名度 もま だ 低 く,短 会 期 の 第12議 会 で ト分 に活 躍 す る こ とが で

きな か った野 沢 の勝 算 は少 な か ったか も しれ な い,,ち なみ に,星 は イギ リ

ス ・ ミ ドル ・テ ンプ ル に留 学 し,バ リ ス ター(法 廷 弁 護i)の 資 格 を 有す

る弁 護f:で もあ っ たhq。

そ の よ う な折 に,ジ ュ ネ ー ブ 大学 法 学 部 を 定{卜退'ゼfして いた ル イ ・ブ リ

デ ル 教 授 が 東京 帝llξi大学 法 科 大..,,・J.にJJdlfuされ て フ ラ ン ス法 担.,iの 講 師 と し

て 来liし た、,19〔〕0年(1リ1治33年)10月 の こ とで あ る7"Q遠 く極 東 の 地 に

お い て,ジ ュ ネ ー ブ時 代 の か つ て の 師 弟 が 直 ち に 旧交 を 温 め た で あ ろ う こ

と は想 像 に 難 くな い。 ブ リデ ル は翌19〔〕1年(明 治34年)1月 か らは 明 治

法 律 学 校 にお いて 法 理 学 の 講 義 を 担'i1す る よ う にな った1、 「明 治 法 律 学 校

iリ」治35年 度 報 告 」 に よ れ ば,llξ1

際 私 法 の 担 当 は 山 川 こ良(東 京帝

国 大 学 法 科 大 学 教 授)と な って お

り,野 沢 は ブ リデ ルの 法 理 学 講 義

の 通 訳 と な って い る丁コ。 こ の と き

の 講 義 案 は ル イ ・ブ リデ ル 著野 沢

武 之 助 通 訳 「法h原 論1附 比 較 法

制 学 講 義 』 と して 後 に明 治 大学 川

版 部 講 法 会 か ら 「1」行 され て い る。

1902イ 「(1リ」2台3511.)61」41i,

野 沢 は 妻ユ ウ と結 婚 した 、,この 結

婚 で,彼 は2男2女 を も うけ て い

る1闘,,

写 真1明 治 法 律 学 校 講 師 時 の 野 沢 武 之 助

(川 能 村 梅L著:「iリ 」治 法llt学 校 コ'年 史」,

iリ」7ii37イ1三1;1」`こβウ〒堤～く)
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明治期 一 目本人溜学 生の大 日本帝 国憲法論

1903年(明 治36年),明 治 法 律 学 校 は 明 治 大 学 と 改称 され,商 学 部,

政 学 部,文 学 部 を 加 え,総 合大 学 と して 再出 発 した 。総 合 大 学法 学 部 とな っ

た 明治 大学 法 学 部 の 本 科 講 白111陣の 中 に は,も はや ブ リデ ル と野 沢 の 名 は 見

出 され な いn。 法 理 学 は 東 京 帝 大 出身 の 法 学 上鵜 沢総 明 が 継 承 し,国 際 私

法 は 引 き続 き山 川 三良 が担 当,と な って い る。 この 時 の 事情 は わか らな い。

も っ と も,ブ リデ ル の 場 合,東 京 帝 大 で の 雇 用 は1年 契 約 で1913年(大

il:2'1=)に 急 逝 す る まで 前 年 度 末 に 更 新 され て い るが,そ の 年 棒 は8100

円 で あ り,'」i時 の 帝 大 総 長 の そ れ よ り も1000円 も ヒ回 って い る ほ ど に高

額 で あ っだ5。 彼 が 明 治 大 学 で の 非 常 勤 を 継 続 せ ね ば な らな い財 政 的必 要

は なか ったの で あ る。 敢 え て 云 え ば,野 沢 の 辞職 に よ り,通 訳 を 欠 い た か

らか も しれ な い。

明 治 大 学 を 去 った野 沢 はri京 専門 学 校 が1902年(明 治35年)に 改組 さ

難 ノ鷲 繍 離 轟 驚 燕 灘 選"'・
,鞍 饗 ㌦ 羅繊

1嚇
あ

　
　
き

が
ゑ

エ
ド

ま
　
　
さ

く

っ

　

鍵
叢

写真② 前 から2列,右 か ら3人 目が東京専門学校講師時の野沢武之助。

前 から2列 目の中央は大隈重信とその夫人綾子である。

('i1viii川大学大学 史資料 セ ンター所蔵写 真B34-Ol)
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れ た 早稲 田大 学 馴II倍i≦法 律 科 ・行 政 科 で 国 際 私 法 の講 義 を継 続 担 当 して い

る丁11。常 勤 で あ った か そ れ と も非 常 勤 で あ った か は わ か らな い。IIし稲 田 大

学 側 の記 録 で は,1904年(明 治37年)に 始 ま ったll露 戦 争 に従 軍 す る た

め に 大学 を 辞 した,と な って い るπ。

同年3月,野 沢 は 韓 国駐 在軍,鴨 緑 江軍 及 び 北 韓軍 そ れ ぞ れ の 司令 部 附

で,r=」際 法 に 関 す る 「}筋を 嘱 託 され て い る。'且1時,満 州軍 にlq際 法 顧 問 と

して従 軍 した 国 際 法学 者 有 賀 長 雄 は野 沢 に つ い て 次 の よ う に記 して い る。

「韓 国 駐 在軍 並二1鴫緑 江 軍 及 北 韓軍 ノ1剛際法 二 関 スル 事務 ハ野 沢 武 之

助 氏 二 嘱 託 セ ラ レ タ リQ氏 ハ 瑞 西 国 「ジ ュ ネー ヴ』 大 学 二 於 テ 法 律 ヲ修

メ タ リ。 韓 国駐 在 軍 ガ其 ノ露liξi二対 ス ル軍Bl舶勺任 務 二 加 フル ニ 韓 国 二 対

スル政 治 的 外 交 的 任 務 ヲ以 テ シ,複 雑 セ ル地 位 二 在 リテ嘗 テ措 置 ヲ誤 マ

ザ リシハ,蓋 シ氏 ノ翼 賛 二 依 ル所 亦 少 ナ カ ラザ ル ナ リ」7S

1907年(明 治40年)4月 に,1リj治 政 府 は 「明 治 孔1'L八 年 戦 役 の 功 に

よ り」 勲 六 等 瑞 宝 章 と金2001'1を 野 沢 に ド賜 したT'1。

ll露 戦 争 か らの 帰 還 直 後 の 状 況 は わ か らな い が,1906年(明 治39年),

野 沢 は韓 国 統 監 府 法 部 の法 務 参.,.J-1(馴 壬)に 任 じ られ て い る,ill。

当時,韓 国 の植 民 地 化 を念 頭 に 置 い て い たli本 政 府 は,法 制 度近 代 化 協

力 の た め に 韓 国側 か ら招 聰 に 応 ず る とい うli実 で 法 部(司 法 省 に 相 当)へ

目本 人 顧 問 と して法 務 参'∫官,法 務 補 佐 官 を送 り込 ん だ81。 か つ て この 職

に 在 ったll本 人 司法 官 の 言葉 に よ れ ば,「 法 務 補 佐 官 の権 限 は … …(中 略)

判 事 も検 事 も補 佐 官 の 同 意 を 得 ざ る限 りは 決 定 的 な 仕 事は 一 切 出 来 な

い こ とに な って ゐ て,補 佐 官 は一一面 に於 て 検 事の 起 訴 状 に同 意 を 表 す る意

味 の 印 を押 して や り,-llii判 事の 判 決,1}に もlld様 に 印 を押 して や る … …

(中 略)… … 大 な る実 権 を 握 って居 」8ごた。 そ して,韓 国 側 の 判 事や 検 察 官

が 白分 の指 示 に従 わ な い と き に,法 務 補 佐 官 は 「中 央 の 幹 部 で あ る 型 法

務 参 与官 と連 絡 を 取 って じ川 牛を 処 理 した の で あ った 。 当時 の 統 監 は伊 藤 博

文 で あ る。1907年(明 治40年)6月14flに は,野 沢 は他 の 韓 国 招 聰 法 務

18



明治期 ・口本人留学生の大 日本帝国憲法論

官 らと 共 に統 監 官 舎 を訪 問 して 伊1藤か ら訓 示 を 聞 き,記 念 写 真 に納 ま って

い る。1908年(明 治41年)に は,野 沢 は法 官 養 成 所 長 に 任 じ られ た,iO

法 官 養成 所 と は,日 本 に 併 合 さ れ る前 の 韓 国 時 代 の1895年 に 法 曹 養 成 の

た め に 創 設 され た 韓 国 最 初 の 法;　f.fJ_門教 育機 関 で あ る。 だ が,1910年 に

朝 鮮 総 督 府 が 設 置 され るや,韓 国 統 監 府 と 共 に そ の 附属 機 関 で あ った法 官

養 成 所 も廃 止 と な った 。 これ に伴 い,野 沢 が 就 い て い た 法 学 校 長 職 も

1911年(明 治44年)9月 で 廃 官 とな った 。 そ の 後,朝 鮮 総 督 府 管 内 のld

法組 織 の 中 に も官 、ア京 城 法 学 馴llj学校,京 城 帝 国 大学 の 教 員 名簿 の 中 に も

野 沢 の 名 を 見 出 す こ とは で きな いN1。

これ に続 く6年 の 問 の動 静 は 不 明 で あ るが,外 務 省 の 記 録 に よ る と,

1917年(大il:6年)9月 に は 外 務 省 臨 時 調 査 部'1`務i嘱 託 に 始 ま り,1918

年(大il:7年)8」 」か ら1211に か け て シベ リア 出 兵 に際 して の 「浦 潮 派

遣 軍'1筋 」 嘱託(委 任 待 遇)を 経 て,野 沢 は外 務 省 事 務嘱 託 とな って い る。

写真3前 列右 か ら2人 目が韓 国法務参与 官時の野沢武之 助。 中央 で椅 子 に

坐 っている人物 は伊 藤博 文統監

(「朝鮮[rj法協会雑、L劇第19巻10-11}},昭 和15{卜,p.323に 所収)
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そ して,1920年(大i1=:9年)9月 に は第1次llt界 大 戦 後 の 「対 独'r和 条約

翻 訳 並に 大IE4年 乃 至9年 事件 の 功 に依 り」 勲 κ等 瑞 宝 章 を授 け られ た。

フ ラ ン ス語 の 知 識 を駆 使 した 翻 訳 業 務 の 功 績 が 認 め られ た の あ ろ うか,

1923年(大il:12年)21」 に は 外 務 省 翻 訳 官 に 登 川 され,高 等 官4等 に任

ぜ られ た。1926年(昭 和 元年)12月 に は高 等 官3等 に?1進,1927年(11召

和2年)に は宮 中席 次 で従'`位 に任 ぜ られ,1929年(Hl{和4年)3月 に勲

四 等 瑞 宝 章 を授 け られ た。1931年(昭 和6年)7月8日 付依 願 免 本官 で,

短 い官 途 を終 え て い るxli。

現 存 す る 資料 で た どる こ との で き る野 沢 の 軌跡 は こ こま で で あ る。 家 族

を伴 い,彼 は郷lllで あ る栃 木 県 真 岡 に も ど って い る。1941年(II和16年)

8」」111に 没 す る まで の15年 間,真 岡 で 彼 が 何 を して い た か はわ か らな

い。 「ヒ流 な生 活 が 身 に付 い た一 家 は川 舎 で は溶 け込 め ず」,野 沢 自身 も様 々

な 「憂 きUを 見 て も殿 様 気 分 は 抜 け ず,… …(中1略)・ ・… ・非 常 に生 活 力 に

乏 しい惨 め な 晩 年 だ った4,J'と伝 え られ て い る。

3)野 沢の 著作

野 沢 は そ の75年 間 の 生 涯 に わ ず か のi作 を 残 して い る。

筆 頭 に挙 げ られ るべ き は,彼 が ジュ ネ ー ブ 大学 法 学 部 に提 出 した 博L号

請 求 論 文で あ る。 『大III帝 国 憲 法 論 』(LaConstitutionduJapon-dis-

sertaCionpresenteedlaFacultededroitpourledoctorat,Geneve,1895)

と題 して1895年 に ジ ュ ネ ー ブ で 公 「ljされ た この 論 文 は,邦 訳 され て は い

な い。

第2に 挙 げ られ るべ き は,当 時 陸軍 大学 で1　=1法 を 講 じて い た 山 口弘一一

とitと い う形 を 取 った 『国際 私法 論』 で あ る。1900年(明 治33年)に

IIし稲 田rX
I-1の11H}と して1二1」行 され,発 売 は 博 文館,大 取 次 は イ∫斐 閣扱 い,

と な って い る。 全610頁 か らな る厚 い体 系Itで あ る が,執 筆分 担 は 明 示 さ
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れてはいない。

第3に は,出 版年不詳であ

るが,野 沢武之助講述 「国際

私法』(東 京専門学校講義録)

というi}i著を著している。短

期間の講義用教科書として編

纂されたらしく,前 述の 『国

際私法論』の内容を簡明にし,

国際私法の基礎的理論 と国籍

を中心としており,全216頁

である。

これ以外に,2点 の翻訳が

ある。1つ が,明 治法律専門

学校におけるブリデルの講義

案を翻訳 したものである。ル

イ ・ブリデルi野 沢武之助通

訳 「法律原論 附比較法制学

講義』 として,

行年は不詳である。

2つ 目の翻訳が,

るが,

である。
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写真④ 野沢竹松著 『大 日本帝国憲法論』の扉

(ジ ュネー ブ大学法学部図 書室所蔵)

明 治 大学 出版 部 か らFl」行 され て い る。is314頁 で あ る。 「1」

セニ ョーボー著 「文明史』であり,川 版年が不詳であ

東京専門学校から刊行されている。訳者の解説が付され,全272頁

4)野 沢の大日本帝国憲法論

1895年7月 に野 沢 が ジ ュ ネ ー ブ 大r法 ア部 に提 出 した 法 学 博12}}請 求

論 文 で は,「 は じめ に」(Preface)と い う箇 所 で まず 全 体 の 構 成 が 示 され
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て い る。 す な わ ち,第1編 「緒 論 」(Premierepantie-lntroduction

genes°ale),第2編 「11本 政 治 史」(Deuxiemepartie-Notionsd'histoil℃

politiqueduJapon),第3編 「1889年2月1111公 布 の 大 目 本帝 国 憲 法 」

(Ti・oisiemepal・tie-LaConstitutiondullfevr・ier°1889),第4編 「大 口

本帝lkl憲 法 につ い て の検 討 」(Quatriさmepartie-EtudeSU1°laconstitu-

tion),「 結 論 」(Conclusion)と い う構 成 に な って い る。 巻 末 に は 参 考 文

献 リ ス トが 置 か れ て い る。

そ の リス トの 筆 頭 に は,岡lii県 出 身 の 有 森 新11f(1860-1943)が ス トラ

スブ ル ク大 学 に 提 出 した 学 位 論 文 『大 日 本帝 国 憲 法 論 』(DasStaatsrecht

vonJαpα η,Strassburg,1892)が 挙 げ られ て い る。 この 論 文 は,同 大 学

で 国 法 学 を 講 じて い た パ ウ ル ・ラー バ ン トの 「ドイツ帝 国 憲 法 論』(Das

StaatsrrrhtdesDetcCschenRρ1酌 乙ρ8)の 構 成 に 依 拠 して 叙 述 され て い る。

緒 論 に 始 ま り,概 念 を 駆 使 して 体 系 的 に論 じられ て い るが,結 論 が な く,

没 個性 的 で あ る,,。

これ に対 し,野 沢 の 論 文で は,「 は じめ に」 とい う箇 所 で 全体 の構 成 を

明 示 して 問 題 範 囲 を 限 定 し,こ れ に基 き本 論 を 展 開 して い き,結 論 部 で は

そ れ まで の 考察 を 総 括 し,そ の ヒで 今 後 の 問 題 点 が 指 摘 され て い る。 これ

は,フ ラ ン ス 文化 圏 で の 典 型的 な 論 文叙 述 ス タ イ ルで あ る。 更 に は,本 文

中 には 数 ヶ所 で は あ る もの の 脚 注 を付 して 論 拠 が 示 され て い る。 つ ま り,

学 術 論 文 と して の 最 低 限 の 条件 は満 た され て お り,野 沢 が ジ ュ ネー ブ 大学

で 本格 的 な 論 文指 導 を受 け た こ と は間 違 い な い。

以 ドで は,大 目 本帝 国 憲 法 令 文 の仏 訳 を掲 げ た だ け の第3編 を 除 き,こ

の 論 文のlliか ら野 沢 の議 論 を抽 川 して い くこ と とす るO

「は じめ に」 の 箇所 で,「ll本 が なぜ 西 洋 の 諸 制 度 を 受 容 した か を 説 明 す

るた め に,筆 者は … …(中1略)・ … ・・目本 国 」民の 気 質,そ して 我 が 国 民 が 今

目置 か れ て い る状 況 に つ い て 述 べ る。 こ こで は,li本 で 為 され て い る諸 改

11'1:に向 け られ た 幾 つ か の 批 判 に対 して の 反 論 を 筆 者な りに 試 み て い る。 す
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な わ ち,我 が 国民 の特 質 と我 が 国 民 が 西 洋 の 諸 制 度 を 受 容 せ ね ば な らな い

必 然 性 につ い て 論 議 して い る の で あ るJ""と 野 沢 は 説 き お こ して い る。 お

そ ら く,有 森 が そ の 学 位 論 文 冒頭 の緒 論 部(Einleitung)で,明 治 に い た

る まで の 口本 国 制 史 を概 観 して い る こ と に倣 った の で あ ろ う。 日 本国 民 の

気 質,日 本 国民 が 今 ま で 置 か れ て い た 状 況 を 世界 史的 文脈 の 中で 概 説 し,

第1編 「緒 論 」 で は,日 本 で 為 され て い る諸 改1'ド{に向 け られ た幾 つ か の批

判 を反 駁 す る こ とに よ り,明 治 以 後 のrl本 が 西 洋 的 諸 制 度 を なぜ 急 速 に継

受 せ ね ば な らな か った か を野 沢 な りにi三張 して い る。 この 論 文全 体 を通 じ

て,最 もボ レー ミッ シ ュな 部 分 で あ る。

第1に,野 沢 が 論 点 と して い るの は,「 一一国民 は か く も急 速 に 外 国 文明

を決 して 導 人 し得 な い。 す な わ ち,変 革 され て い るの は 表 層 部 に過 ぎな い。

だ か ら,根 本 的 な 変 革 は 不必 要 だ'IIIJ'とい う 西 欧 で の 考 え で あ る。 彼 が そ

の 批 判 の対 象 に したの が,当 時 の フラ ンスの 文明 批 評家 で あ った ギ ュ ス ター

ヴ ・ル ・ボ ン(GustaveLeBon,1841-1931)の 論 議 で あ る。 彼 は 元 来医

師 だ った の で あ る が,そ の 広 い 関 心 か ら社 会 心 理 学 者 と して そ の 名 を残 し

て い る。 ル ・ボ ン は そ のi'作 『群 集 心 理 』(1895年)のlilで,フ ラ ン ス 大

革命 以 後 の 西欧 社 会 に お い て 群 衆 が 果た す よ う に な った 非 合理 的 側 面 に注

目 し,為 政 者 が社 会 の安 寧 秩 序 を維 持 す るた め には 群 集心 理 に 無関 心 で あ っ

て はな らな い と警 告 した こ とで 有 名 で あ る`}1。『民 族 進 化 の心 理 法 則』(L('S

loinρs¢vcんo♂ogのαρsdel'evolutionCIPSpeuples)と い う1894年 に 発 表 し

た 著作 の 中で,彼 は,日 本 で の 急速 な近 代 化 は 「皮 相 な もの で しか な い 」

と非 常 に懐 疑 的 なll・F価を ドして い るQ

す な わ ち,一 ・国民 の 文明 が 依 拠 して い るの は,根 源 的 な諸 観 念 で あ る。

これ らの観 念 は,"i初 一一個 人 な い しは少 数 者が 抱 いて い た もの だ っ たが,

模 倣 な い しは教 育 を通 じて,人 々の 間 に伝 播 し,共 通 の もの と して定 着 し

て い く。 こ う した状 態 が 数qtr紀 間 続 くこ と に よ り,共 通 した伝 統,観 念,

感 性,信 仰,思 考 様 式 等 が 形 成 され,そ れ が 相 η二に結 び つ き,「 一一民 族 の
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不 動 の魂 」(fameimmeuabled'unpeuple)と もiiう べ き国 民 性 へ と統 合

さ れ る92。 そ して,こ こ か ら,民 族 固 有 の 文 学,美 術 品 に 始 ま り,諸 制 度

が 現 出す る。 伝 統 とli七論 とが これ を 補 強 す る。 そ れ ゆ え に,或 る民 族 が諸

制 度,宗 教,芸 術 文 化 を 他 の 民 族 へ 移 植 す るに は,そ の 「魂 」(fame)を

も伝 えね ば な らな い。 だ が,そ れ は 決 して容 易 で は な い とい うの が ル ・ボ

ンの論 議 の 大 要 で あ る。

そ して,彼 は,日 本 で の 急速 な近 代 化 に対 して次 の よ うに 懐 疑 的で あ る。

「… … 高度 に心 理 的 に 発達 した 民 族 は,そ の 高 度 に 発達 した 文明 を 劣

等 心 理 民 族 に 受 け 人 れ さ せ る こ と に 決 し て 成 功 し な か っ た 。

… …(中 略)… … い と も簡 単 に 黒 人 ま た は 目本 人 か ら得 業isま た は 弁護

Lを 育て あ げ る こ とが で き る。 しか し,彼 らにj.え る こ とが で き るの は,

全 く皮 相 にす ぎ な い うわ べ の 知 識 で あ って,彼 らの心 理 的組 成 に ま で影

響 を1-J一え る こ とは で き な い。 … …(中 略)… … 黒 人 も 日本 人 も可能 な 限

りあ らゆ る 高等 教 育 修 業 免状 を取 得 す る で あ ろ うが,'ド 均 的 西 欧 人 の 水

準 に ま で到 遠 す る こ とは で き な い で あ ろ う7aJ

「西 洋 の流 儀 に 倣 い,黒 人 兵 か らな る軍 団 を 編 成 し,こ れ らの 黒 人 兵

らに銃 と大 砲 との操 典 を教 え る こ とは 可能 で は あ る が,だ か ら とい って,

彼 ら黒 人 兵 らの 劣 った メ ン タ リテ ィや ら,こ れ に 起 因 して起 こる 全 て の

もの ま で 変容 す る こ とに は な らな い。 現 に 日本 を お お って い る うわ べ だ

け の ヨー ロ ッパ 文 明 は 何 ら民 族 の 発 展段 階 に 対 応 した もの で は な い。 そ

れ は,い ず れ か か る 乱 暴 な 変 革を 引 き 裂 くで あ ろ う と ころ の み じめ な 借

り衣装 に過 ぎ な い 」田

ル ・ボ ンは,当 時 の 西 欧 人 と して は,ア フ リカ,ア ジア の 見 聞 が 豊か な

知 識 人 で あ った。 しか し,西 欧 文 化 を 至Lの もの と し,そ の他 の 文化 圏 を

同一一視 して しま っ て い る。

これ に対 して,野 沢 は次 の よ う に反 論 を始 め て い る。

「この よ う な 論理 を 認 め る と して も,更 に,こ の 著 者 が 考 え て い る よ
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う に 日本 国 民 が は る か に 劣 った民 族 で あ る とい う こ とを受 け 入 れ る と し

て も,『(明 治 維 新 後)30年 間 にわ た って 日本 国 民 が 達 成 して き た進 歩

に 対 し て こ の よ う な 論 理 は 当 て は ま ら な い 』 と 私 は 主 張 す る 。

… …(中 略)… … 著 者 ル ・ボ ン氏 が
,は た してr1ら の 論理 が本 当 に根 拠

が あ る か ど うか を1000年 を 経 る こ と な く と も 遠 くな い将 来

に検 証 して ほ しい もの で あ る」(括 弧 内 は 引 用 者 が 補 足):;

まず,日 本 人が 「劣等 心 理 民 族 」 だ と い う見解 に 対 して,野 沢 は次 の よ

う に反 論 して い る。

「… …(1868年 の1リ1治維 新 時 点 で)知 識f31J1にお い てli本 人 が 西欧 人 に

比 べ て 劣 って いた と は いえ,そ れ は,日 本 人 が 知的 に も道 徳 的 に も劣 っ

て い た こ とを 示 す もの で は な いJ!u;

と し,Ii本 人 が 極 東 の 他 民 族 と決 定 的 に違 うの は,西 洋 文明 を 自国 に導 入

す る に あ た り,西 欧 人 の 指 導 を 受 けて は いて も,rlらk導 権 を と り国 力 を

傾 注 させ て い る こ とを,中 国 との 対 比 にお いて 指 摘 す る㌔

な る ほ ど,「 文 明 発 展 とい う観 点 か ら見 る限 りで は,知 的 に 事 柄 を 伝 達

す るr一段 が あ ま り も重 大 で あ る こ とか ら,完 壁 な まで の 鎖 国 状 態 に あ った

た め に,日 本 が偉 大 な 発 展 の過 程 か ら取 り残 され て しま って い た の は,何

ら不 思 議 な こ とで は な い」,　。 だ が,「i1本 国民 が か く も急 速 に 西欧 か ら様 々

な知 識 を導 入 して い る の は,現 代 の 伝達 手段 が 便 利 に な って い るが ゆ え に

一 層 急 速 で あ る9qJと して
,Il本 で の 急 速 な 近 代 化 が 時 間 的 な 空 隙 を質 的

に埋 め て い くはず で あ り,ル ・ボ ンの い う 「口本 を お お って い る 」 「ヨー

ロ ッパ 文明 」 が 皮 相 な もの で は な い こ とを野 沢 はi三張 す る。

第2に,野 沢 は 「日本 国民 に は 模 倣 の 傾 向 が あ る… …(中 略)… …11本

人 は 大 い に模 倣 をす るけ れ ど も,白 らの 独 自性 を捨 て て で も外 界 の 文 物 を

採 り入 れ る こ と は な い は ず だ」脚 とす る 論 議,言 う な らば 目 本人 模 倣Lti族

論 に反 論 す る。 例 え ば,当 時 の 仏 「ル ・タ ン」 紙 で は 日本 の 急速 な 西 洋 化

を 次 の よ うに椰 楡 して い る。
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「東 京,横 浜,神 戸 の居 住 者 に と って,Iliと は もは や 極 東 の 一一隅 に

過 ぎ な い ど こ ろで は な い。 なぜ な らば,当 地 目本 で は,西 欧 で の様 々 な

モー ドや 慣 行 が 再生 さ れ,模 倣 され,誇 張 だ に され て い る か らで あ る。

そ して,日 本 人 は模 倣 す る こ とを 類稀 な箪:の 天性 と して い る」川

これ に 対 して,野 沢 は 「外 の 諸 国 家 が クル ップ とア ー ム ス トロ ン グの 大

砲 を保 有 して い る とい うの に,ど う して 日本 人 が 槍 と矢 とで これ に 対抗 し

得 る こ とが で き よ う?占 来 か らの 独創 性 に 固 執 す るだ け の た め に,今 や 時

代 遅 れ とな って しま った封 建 的 体 制 を維 持 す る こ とは で きな くな った の で

あ る」IIIと述 べ,目 本 の 西 洋 化 が,外 圧 に 迫 られ,不 可避 で あ った こ とを

i三張 す る。 そ れ ゆ え,「 進 歩 へ の 階 梯 を進 まん と欲 して い るIIと して は,

既 に 文 明 化 さ れ た 諸 国 を 模 倣 す べ きで は な い の か?私 見 に よれ ば,日 本

に と って最 良 の 術 と して は,自 ら に妥 当す る と こ ろの 総 て を 既 に 文明 化 し

て い る 諸 国 か ら借 川 す べ きで あ る」IU3として 日本 の現 状 を弁 護 す る。

野 沢 に と り,「 模 倣 」 は決 して非 難す べ き もの で は な い。 なぜ な らば,

「コ ピー を す る と い う場 合 に は,脳 の 働 き と は,何 ら新 た な もの を 付

け 加 え る こ とな く して,感 覚 で 感 知 す る こ とが で き る もの を繰 り返 す に

留 ま る。 こ れ に 対 して,模 倣 を す る とい う場 合 に は,1つ な い しは複 数

の モ デ ルか ら汲 み 出 され た1つ の コ ンセ プ トを脳 裏 に形 成 し,そ して そ

の コ ンセ プ トに 基づ い て11}生す る ので あ る。以 ヒの よ うな次 第 で,コ ピー

と は オ リジ ナ ル を 単 に 再生 す る に過 ぎ な い が,模 倣 と は モ デ ル と な った

も の を しの ぐ場 合 もあ り う る新 た な 創 造 な の で あ る。」(ド 線 部 は 引 川

者)川

と して,彼 は,「 模 倣 」 を 積 極 的 な 営 為 と して 考 え る か らで あ る1°1。こ の

観 点 か ら明 治 維 新 を と らえll董〔し,野 沢 は1890年 代 目本 の現 状 を 次 の よ う

に評 価 す る。

「実 際 の と こ ろ,ll本 人 は 外10の 制 度 を そ の ま ま導 入 した こ と は 一度

た り と もな か った。 日本 人 は あ らゆ る諸 国 の諸 制 度 を 雀灸討 した。 そ して,
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そ の うち か ら最 も優 れ て い る と思 わ れ た 部 分 に注 目 した 。 白分 達 の 風 俗

と慣 習 に は 適 合 しな い 諸 点 を 加 ⊥二した 。 こ う して,日 本 人 は これ ら様 々

な 諸 要 素 を 煮 詰 め たLで,そ れ らか ら一一つ の 完 全 な 制 度 を 作 り ヒ1ずん と

した。 … …(中 略)・ ・…f`(分 達 に と って 最 良 と思 わ れ る と こ ろの もの を

あ らゆ る 諸llξ1の諸 制 度 か らf1人 は 借 川 して きた 。 日 本人 は(外 国 か ら

導 人 した 諸 制 度 に)あ らゆ る改 良 を 加 え て そ の 風 俗 と習 慣 と に適 合 させ

る こ とに よ り,そ の 都 合 に 合 う よ うな 諸 制 度 を 作 り出 した 。 はた して こ

れ は 単 な る模 倣 と 言え るだ ろ うか?」 圃

第3に,野 沢 は,明 治 以 後 のIl本 国 内 の 西 洋 化 に は国 民 的 合 意 が 前提 と

な って い る こ とを 強 調 す る。 幕 末 の 倒 幕 運 動 以 来,民 衆 の エ ネ ルギ ー に 支

え られ る 形 で 明 治政 府 が 推 進 して きた 諸 改 革の 頂 点 に,1几i洋 型 憲 法 典 の 譜Ill

定 も位 置づ け られ る,と す るの で あ る断。 これ は,第1で 検 討 した よ うに,

「国 民 性 に よ る 支持 を 欠 い て は 新 しい 制 度 は 定 着 し得 な い 」 と い うル ・ボ

ンの議 論 を逆 に 使 った 議 論 に 他 な らな い 。 野 沢 は,こ のi三張 を 補 強 す るた

め に,続 く第2flu体 を 「III政 治 史 概 観 」 と題 し,い わ ゆ る天 孫 降 臨 伝

説 に ま で遡 って,天1;聖 制 が 日本II三i民性 と深 く結 び つ い て きた こ とを 説 明 し

て い る 陣。 更 に,こ う したllこ1民性 が愛 国心 に まで 高 ま らな か った こ とが,

「口本 人 と中 国 人 とを 決 定 的 に隔 て て い る」luaので あ り,日 中 の 近 代 化 の 格

差 と 日清PikI}で の勝 敗 を1丸した,と 論 じて い る川。

次 に,野 沢 は,第3編 と して,大li本 帝 国 憲 法 の 新 しい 仏 訳 を 掲 げ て い

る。 旧憲 法 につ い て,"jll!r既 に ダ レ ス ト編 集 の 「現 代 憲 法 集 』 に 掲 載 され

た もの と,外 務 省 翻 訳 官 だ った 本 野 一郎 に よ る翻 訳 とが 存 在 したII1。い ず

れ も 「2先 学 に よ る訳 で は,意 訳 が 認 め られ る。 これ に対 して,拙 訳 で は,

… …(中 略)・ ・… ・能 うか ぎ り,原 文 に 忠 実 な 仏 訳 を して い る。 む しろ,拙

訳 に よ り,原 規 定 ど お りの 趣 旨を 汲 み 取 る こ とが で き る で あ ろ う」日コと し

て い る。

以iの よ うな 議 論 と仏 訳 を 踏 まえ,第4編 「検 討 」 に お い て,西 欧 諸 国
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の 憲 法 を 素 材 に 「体 系 的 で あ り 明 晰 な 法 文 の 規 定 す る 順 に 従 っ て 」113,野

沢 は 大lI本 帝 国 憲 法 の 比 較 法 的 考 察 を 試 み て い る 。

巻 末 の 参 考 文 献 リ ス トの 中 に 伊 藤 伯 著Commentairedelaconstitution

del'EmpireduJapon(enjaponais)(「 大 日 本 帝11可憲 法 註 解(日 本 語)」)

と 挙 げ ら れ て い る の は,伊 藤 博 文 著 『憲 法 義 解 』(1889年,以 ド 「義 解 』

と 略)の こ と で あ る 。 お そ ら く,故 国 か ら取 寄 せ た の で あ ろ う。 『義 解 』

は 伊 藤 個 人 の 著 作 に な っ て い る が,事 実 ヒ,明 治 政 府 公 認 の 憲 法 註 釈 書 で

あ り,唯 一 の も の で も あ っ た 。 野 沢 は,『 義 解 』 中 の 各 条 文 に 付 さ れ た 註

釈 を 頼 り に,ダ レ ス ト編 「現 代 憲 法 集 』 や,ボ ル ジ ョ オ 編 「欧 米 諸 国 憲 法

論 集 』(BORGEAUD,Etablissementρ`Revisiondρsconstitutionsen

AmeriqueetenEurope)に 登 載 さ れ て い る 各 国 憲 法 の 関 連 条 文 を 引 用 し

な が ら,比 較 法 的 検 討 を 展 開 して い る 。

学 説 に 関 して は 英 独 仏 諸ii語 でiさ れ た 文 献 が 挙 げ られ て い る 。 ドイ ツ

語 文 献 で は,有 森 の 学 位 論 文 に 倣 っ て で あ ろ う か,ラ ー バ ン トの 『ドイ ツ

帝 国 憲 法 論 』,ゲ オ ル グ ・マ イ ヤi『 ドイ ツ 帝 国 憲 法 教 科 書 』(Georg

MEYER,LehrbuchdesDeutschenStaatsrechts),ブ ル ン チ ュ リの 「国

法 汎 論 』(AllgemeinesStaatsrecht)が 列 挙 さ れ て い る。

フ ラ ン ス 語 文 献 で は,バ ン ジ ャ マ ン ・ コ ン ス タ ン 著 『憲 法 体 制 論 』

(BenjaminCONSTANT,Coursdepolitiqueconstitutionelle),サ ン ージ

ロ ンi『 権 力 分i%,試 論 』(SAINT-GIRONS,EssaisurlaseparationCPS

pouvoirsdansl'ordrepolitique,αdηzl痂8`rα`1∫ ρり μd厄 αlrρ),ペ レ グ リー

ノ ・ ロ ッ シ 著 「憲 法 論 』(PellegrinoROSSI,Droitconstitutionnel),シ

ス モ ン デ ィi「 自 山 諸ll{1民 憲 法 研 究 』(SISMONDI,Etudesurlesconsti-

tutionsdespeupleslibres)が 列 挙 さ れ て い る 。

英 語 文 献 で は,仏 訳 を 通 じて で あ る が,ア ル バ ニ ィ ・ ド ・フ ォ ン ブ ラ ン

ク 著 「英 国 統 治 論 』(AlbanydeFONBLANQuE,HowZ('('aregoverned,

or,Thecrown,thesenate,andthebenchahandbookofthe
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COη8`琵αび0η,government,laws,andpoLrer(ifGreatBr琵 α腕),ジ ョ ン ・

スチ ュ アー ト ・ミル 著 『代 議 制 統 治 論 」 が 列挙 され て い る。

本 文 を 精 査 す る限 りで は,ブ ル ンチ ュ リが2度 に わ た り引 川 され て い る

こ とを 除 くと111,野 沢 が以 ヒの 文 献 を対 照 し,議 論 を 深 めて い る 形跡 は な

い。 第1編 「緒 論 」 お よ び第2編 「日本政 治 史」 で の 刊 長とは 対 照 的 に,

大 日本帝 国 憲 法 各 条 文 の 彼 の説 明 は 平板 的 で あ る。 例 証 と して,英 独 仏 は

も とよ り欧 州 諸 国 の 憲 法 制 度 に 言及 して い る。 だ が,そ れ ら諸 制 度 の 歴 史

的 社 会 的 背 景 は 実 に多 様 で あ る。 文Ltヒ 類似 して い て も,実 際 の運 用 が 大

き く異 な って い る 可能 性 す らあ り,単 純 な比 較 は で き な い。 な るほ ど,彼

は 「他 の 諸 国 に よ って 為 され た諸 経 験 を 考慮 に 入 れ る こ とな く新 た に 諸 制

度 を 自 ら作 り出 さん と る こ と も無 分 別 な こ とで あ ろ う」馬 と理 解 しつ つ も,

第1編 「緒 論 」 の 中 で,

「しか しな が ら,更 に馬 鹿 げ て い るの は,… …(中 略)… … 数 多 くの

諸 国 の憲 法 典 が 多か れ 少 なか れ 革命 運 動 を経 て 制定 され た か ら とい って,

この 後進llミi民が 白 らの 憲 法 典 を得 ん が た め に 革命 を しで か さん とす る こ

とで あ る。 … …(中 略)… …fl∬と 多 くの 人 々が 我 々 に次 の よ うに 告 げ た

こ とか 。 す な わ ち,「 憲 法 典 とは 歴 史的 な所 産 な の で あ る か ら,日 本 と

して は急 が ず に段 階 的 な 発 展 を 経 て い って は ど うか 。 他 の諸 国 家 もそ の

よ うな 歩 み の 後 に そ れ ぞ れ の 憲 法 典 を 制 定 す る こ とが で き た の で あ る。

従 って,1(本 国民 は,諸 国 民 の 歴 史 に 見 られ る と こ ろの あ らゆ る試 行 錯

誤 を経 て 進 む べ き こ とが 不 可 欠 で あ る』,と 。 何 とす ば ら しい 考 え で は

な い か!」II1.

と して,諸 制 度 の 歴 史 的 背 景 に は と りわ けて も無 関 心 で あ る。 複 雑 多 岐 な

ヨー ロ ッパ 史 の 予備 知 識 が 不 足 して いた の だ ろ うか,野 沢 が学 部学 生 時 代

に 「法 制 史 」 の講 義 に興 味 を 示 し得 な か った点 に 山 来す るの か も しれ な い。

と ころ で,野 沢 が 学 部 学 生 時 代 に受 講 した 比 較 民 法 の講義 のIE確 な 内容

は 不 明 で あ る。 だ が,ブ リデ ル 教 授 が 素 材 と して い た の は,彼 の諸 著 作 に
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よ る 限 りで は,当 時 の 西欧 諸il三1家方矢法 で冷 遇 さ れ て い た 女性 の諸 権 利 だ っ

た の で は な い か と筆 者 は推 測 す る。 一般 に,家 族 法 分 野 は極 め て ヒ着的 要

素 が強 い た め,歴 史 的 ・社 会 史 的背 墨1をを無 視 した機 械 的 な比 較 は 妥 当 しな

い。 ブ リデ ル 白身 も,『 女性 と法 一 女性 が 置 か れ た法 的状 況 につ い て の

史 的探 求 』(1884年)論 文 の 中 で,

「現 在 の 不 公 　1:な状 況 を糾 弾 す るだ けで は不 充 分 で あ る。 まず も って,

こ の よ うな状 況 の 山 来 を 知 らね ば な らな い。 そ の ヒで は じめ て,過 去 の

歴 史 の 中 に 片 付 け て 然 るべ き と思 わ れ る 制 度 ・慣 習 の起 源 ま た は 存 在理

山 を把 握 す る こ とが 可能 とな る 」il7

と述 べ,歴 史 的 概 観 を 叙述 した 後,各 国 の 制 度 を 詳 細 に 比 較 して い る。

以 ヒの 点 か らす る と,第1編 「緒 論」 お よ び 第2編 「日本政 治 史」 で の

明確 な 議 論 とは 対 照 的 に,第4編 「検 討 」 で の,i;凡 な 叙述 が 低 い 論 文 評 価

に つ な が った の で は な か ろ うか。

しか し,こ の 第4編 で の 叙 述 と結 論 部 とを 再構 成 す るな らば,野 沢 の 憲

法 論 は 次 の2点 に 収 敏 す る。 第1に は,r`tis室の 「川1ヒー系 」 と天1;との 「不

11∫侵性 」 とが 「大 日本 帝 国 の 根 幹 」Ilsであ り,「 これ は ま さ し く11ξ1民感情 を

反 映 して い る」119,と い う。 幕 末 の 尊E運 動 に 始 ま るisl　=1的な 政 治 意 識 の

高 揚 が 明 治 新 政 府 の 樹 、盧雌 促 した,と 理 解 す る野 沢 か らす れ ば,"i然 のi三

張 で あ ろ う。 特 に,宣 戦 布 告 と講 和 条約 糸帝結 の 権能 を 天 皇にの み 帰 属 させ,

議 会 両 院 の 関 与を 第13条 が 規 定 して い な い こ とへ の批 判 に対 して,野 沢

は 次 の よ う に述 べ て い る。

「(国家)意 思 が 絶 対ri勺に統 合 され て い る こ と と(必 要な 諸 施 策 を)迅

速 に実 行 に移 す こ とが 非 常 時 に は 不 可欠 な の で あ るか ら,一 瞬 た りとい

え ど も時 間 の 浪 費 が 軍 「1吐の 敗 北 を 招 き得 るの で あ り,同 様 な 場 合 に お

い て 両 院 を 招 集 しか つ 両 院 で の 審 議 を 重ね るた め に 費 や され る時 間 は,

1旺i家の 命運 を 危 機 に 曝 す こ とで あ ろ う。」(括 弧 内 は 引 川 者)i2"

な ぜ な らば,彼 は 次 の よ うに 考 え るか らで あ る。 す な わ ち,
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「… … 私 見 に よれ ば … …(中 略)… … 世 論 とは 君i三に比 べ て,情 緒 に

引 き ず られ や す い。 これ に対 して,君L三 は,然 るべ き経 験 を 有す る顧 問

団 に 囲 ま れ て い る こ とが も と も とだ か らで あ る。 いず れ にせ よ,こ の よ

うな場 合(宣 戦 を 布 告 し講 和 を 締 結 す る と い う場 合)に お い て,両 院 が

君1:個 人 よ り も思 慮 深 く行 為 し得 るか ど うか は極 め て疑 わ しい。」(括 弧

1人」`まり1川J者)121

と断 定 して い る。

第2に は議 会 制 へ の 強 い懐 疑 で あ る。 第1の 、Z場か らす る と,"i然 の帰

結 で あ る。 野 沢 は次 の よ う にi三張 して い る。

「筆 者 に関 す る限 り,r_e'nfi躇す る こ とな く,議 会 制導 入 に は 反 対 で あ る。

なぜ な らば,議 会 制 導 入 は,立 法 府 にi三権 を 賦 与 して しま うの で あ る か

ら,行 政 権 が 議 会 に と って 或 る種 の 奴 隷 と化 して しま うか らで あ る」122

そ の理 山 と して,

「1_1人 の 興 奮 しや す い 気 性 と,2人 政 党 制 の 欠 如 とが,こ の 議 会 制

定 着 に と りわ け て も不 利 と考 慮 す べ きで あ る」凹

と い う点 を 挙 げ て い る。 もっ と も,こ れ は,野 沢 だ け のi三張 と い う よ りは,

明 治 憲 法 の構 想 に関 わ っ た 岩 倉 具 視 らの 考 え で もあ った 閣。 ま た,こ の1三

張 は 「蓋 、万去 ノ大権 ハ 固 ヨ リ天 皇 ノ総 フル 所 ニ シ テ議 会 ハ 乃 協翼 参 賛 ノ任

二 居 ル 本 末 ノ間 嚴 然 トシ テ素 ル ヘ カ ラ サ ル 者 ナ リ」is:一.とい う伊 藤 博 文 の 説

明 を 前提 に して い る。

総 じて,野 沢 の 大ii本 帝 国憲 法 論 は,伊 藤 の 『憲 法 義 解 』 の 域 を 出 る も

の で はな い。 援 川 さ れ て い る文 献 に つ い て,既 存 の 研 究 に照 ら して も,卜

分 と は 言 え な い1㌔

一 般 に
,異 国 に あ って は 日本llξ!内で の情 報 は 著 し く制 約 され る。 しか も,

一 国 の最 高法 規 で あ る憲 法 典 と もな れ ば
,編 纂 に関 わ る議 論 等 は 国家 機 密

に属 す る。 しか し,野 沢 の 議 論 に 「1新しい もの が な くと も,そ の 努 力 は評

価 す べ き で は な か ろ うか。 第4編 にお いて 法 律 学 ヒの 議 論 が 展 開 さ れ て い
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ないのは残念であるが,第1編 での議論は,法 律学外の内容であるとはい

え,憲 法典編纂により文明国人りを目指 していた明治 「日本」の気概を熱っ

ぽ く代弁 しているからである。 しかも,野 沢の論文は,ド ラステ編 「現代

憲法集』に引川され,日 本の旧憲法に関する数少ない欧文文献として参照

されていったのである1㌔

5)む す びにかえて

以 ヒ,野 沢 武 之 助 と い う一一1リ1治人の 足 跡 を 復 元 し,彼 が 若 々 しい 熱 情 を

こめ た 博1二1}請 求 論 文 の 内 容 を 検 討 した 。 明 治 期 の 日本 で は,か つ て な い

新 しい 法 制 度 を 設 計 す る た め に,欧 米諸 国 か ら 貧欲 に知 識 を 導 入 し,こ れ

につ い て 議 論 を 重ね た 。 この プ ロセ スで は,法 学 識 の 「受 信 」 とい う作 業

が 中 心 とな った 。 他 方,獲 得 した ばか りの 法 学 識 を 駆 使 した 「発 信 」 は後

回 しにな ら ざ るを 得 な か った 。 だ が,西 洋 法 導 入 の 究 極 の 目的 は,不'F等

条 約 改 　i:交渉 の テ ー ブ ル に欧 米 諸 国 をつ か せ るた め に,ll本liξi内 に近 代I」Li

欧 型 法 制度 が 整 備 され て い る こ と を示 す こ とに あ った 。 「発 信 」 作 業 は 不

"∫欠 だ った の で あ る。 そ の意 味 で,野 沢 の 博i論 文 は,数 少 な い先 駆 的 試

み と い う こ と にな る。 ドラ ス テ編 『現 代 憲 法 集 』 で の 明 治 憲 法 の 項 目 末尾

の 参 考 文献 欄 に は,野 沢 と 並ん で 「タナ カ ・ユ ズ ル」,有 森 新 占,「H・ フ

ル ヤ 」,「 カ ワ カ ミ」 と い うIl本 人 名 と 共 に,'E.W.CLEMENT",

"WEINBERG"と い う欧 米 人 名 が 列yさ れ て い る
。 これ ら の 論 者 は,ど

の よ うな 議 論 を展 開 して い る の だ ろ うか 。 まず イ1森新 占 につ いて 法 学 史 と

い う枠 紅 み で 検 討 して み た い と私 は 考 え て い る。

な お,本 稿 で は次 の3点 を 明 らか にす る こ とが で き なか った。

第1点 が,野 沢 の 韓 国 時 代 お よ び シベ リア出 兵 中 の 活動 で あ る。 日露 戦

争 中 の 「韓 国駐 イ[三軍,鴨 緑 江 軍 及 び北 韓軍 」lfl令 部 付11ξ1際法`1誓務 嘱 託,シ

ベ リア 出 兵 時 の 「浦塩 派遣 軍'1筋 」 嘱 託,そ れ ぞ れ の 勤 務 は い ず れ も国 際
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人道法史に関わってくるであろう。また,短 い期間ながら,韓 国統監府法

部法務参与官および法官養成所長としての勤務は,韓 国近代法制史に関わっ

て くる。

第2点 が,野 沢の国際私法学説の位置づけである。

第3点 が,1931年(昭 和6年)に 外務省を退官 し,真 岡に隠棲 して以

後の野沢についてである。1941年(昭 和16年)に 彼が没する直前までの

日本は,満 州事変,日 華事変を経て戦時色を強めていく。広田弘毅は,統

帥権独立を認めていた明治憲法が日本の破局をもた らすのではないかと憂

慮 していたという128。若き日にジュネーブ大学での博士論文の対象にした

大Ii本 帝Lq憲 法を,晩 年の野沢はどのような感慨で見守っていたのだろう

か。

いずれ も今後の課題としたい。

〔後 記 〕 本 稿 の も と と な っ た の は,2000年9月16日 の 法 制 史 学 会 中 部 部 会 第32

回 例 会(於 中 京 大 学)と2001年10月14rlの 法 制 史 学 会 第49回 研 究 大 会(於 広 島

大学 東 千 田総 合 校 舎)そ れ ぞ れ で発 表 した 口頭 報 告 で あ る。 そ の 後,諸 般 の 事情 が

重 な り,論 文 と して の 発 表 が 著 し く遅 れ て しま った。 これ ら2回 の 日頭 報 告 に際 し

て 御 意 見 を 賜 った 諸 先 生 方 や,そ の 後 こ の テ ー マ に 関心 を 寄 せ て ドさ った 国 内 外 の

研 究 者 の 方 々に は 御迷 惑 を お か け して しま っ た。 こ こ に お 詫 び 巾kげ る 。 ジ ュ ネー

ブ大 学 法 学 部 で 筆 者が 師 事 した ア ル フ レ ッ ド・デ ュ フー ル(AlfredDufour)教 授 ,

か つ て の 同 僚 で あ った ヴ ィ ク トル ・モ ニ ェ(VictorMonnier)教 授 は,こ の テ ー

マ につ き,資 料 収 集 に 御 協 力 ドさ った ば か りか,ジ ュ ネ ー ブ 人学 本 部 ア ル ヒー プに

紹 介 の 労 を と って ドさ っ た。 ジ ュネ ー ブ 大 学 本 部 ア ル ヒー ブ に所 属 す る ア ー キ ピ ス

トの ド ミニ ッ ク ・ ト リオ ネ ーヴ ゥ イ ロ(DominiqueTore°ione-Vouilloz)女 史 か ら

は,野 沢 武 之 助 の成 績 簿 の コ ピー と有 益 な 情 報 を 賜 った 。 ジ ュ ネ ー ブ 市 内 の ア パ ー

トや 区画 の 年 代 考 証 につ いて は,ジ ュ ネー ブ 市在 住 の 建 築 史研 究 者 ア ナ ス ター ジ ャ ・

ヴ ィニ ガ ー ・ラ ブ タ(AnastazjaWiniger-La}〕uda)女 史 に 御 世話 に な った 。 金f

孝 氏(当 時,ド 野 新 聞 編 集 局 メデ ィア情 報 部 職 員)か ら は野 沢 幸 子氏 を御 照 会 い た

だ き,野 沢 氏 は野 沢 武 之 助 の抹 消 済 み 戸 籍抄 本 と野 沢 家 家 系 図 を 御 提 供 下 さ っ た。
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明治 大学 大学 史資料セ ンター,早 稲 田大学大学 史資料 セ ンターか らは,野 沢武之助

に関す る写 真資料の掲載を御許 可いただ いた。記 して御 礼申上げる。 なお,本 文で

引用 した 「韓国法務参 与官時の野沢武之助」写 真の掲載 許 可を求 めて,本 稿脱稿直

前まで写 真原版保管先を探 したが見つけることがで きなか った。 お心 当た りの方は,

筆者(大 川)ま で御一報願 う。

注

1Cf.,CharlesBORGEAUD,Histoiredel'UniversitedeGeneve-L'Academie

etl'UniversiteauXIX"siecle-1814-1900(ci-api°es,Histoiredel'Universite

deGeneve),Geneve,Georg,1934,tome3,p.534.

2"De1872a1895,laFacultededroitaconfereletitredelicencea226

candidatsetlititrededocteura421icencies,dont13etrangersalaSuisse.

Nousdonnonslesnomsdesdocteurs,ainsiquelesujetsdeleurstheses,

selon1'or・di°edessoutenances....T.NOSAWA(Japon),Laconstitutiondu

Japon,1895"'(Cf.,BORGEAUD,Histoirede♂'乙1η εθ2rsε`6deGeneve-

L'Academieetl'UniuersiteauXIX'siecle-Annexes(ci-apres,Histoirede

l'UniuersitedeGeneve),Geneve,Georg,1934,annexedutome3,p.66et68.

3当 時 の 東 京 帝 国 大学 法 科 大 学 教 授 会 の 議 事 録 を も とに して,ブ リデ ル に関

して 断 片 的 な 記 述 が 残 って い る(東 京 大 学 百 年 史編 集 委 員 会 編 『東 京 大 学 百

年 史 部 局 史1』,東 京 大 学,昭 和61年(1986年),p.93,94,98-99,1:

109,121,130,135,144)。 ブ リデ ル の独 特 な 女権 論 に つ い て 紹 介 ・検 討 した

も の と して,松 本 暉 男 「身 分 法 学 者 ブ リデ ル の フ ェ ミニ ズ ム 『女 性 と 権

利 』 を 中 心 と して 」(関 西 大 学 法 学 論 集 第9巻 第2号,昭 和35年(1960

年)1月,pp,45-67に 所 収)。 フ ラ ン ス法 導 入 の トレー ガ ー と して 位 置 付 け た

もの と して,野 田良 之 「フ ラ ンス法 」(伊 藤 正 巳編 『岩 波 講座 「現 代 法 」 第14

巻 外 国 法 と 日本 法 』,岩 波 書 店,1966年,p.209,注(4)(p.210)。

4手 塚 晃 ・国 立教 育会 館 編 集 『幕 末 明 治 海 外 渡 航 者 総 覧 第2巻(人 物 情 報

編)』,柏 書 房,1992年,p.189。

5明 治 大 学 広 報 課 歴 史 編 纂 資 料 室 編 『成 立期 明治 大学 関 係 者 略 伝』(歴 史 編 纂

資 料 室 報 告 第6集),昭 和49年(1974年),p.7。 同 『復 刻 明 示 大 学 創 立関 係

史 料 集 』(歴 史編 纂 資料 室 報 告第7集),昭 和50年(1975年),p.10。 明 治 大
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学 百 年 史編 纂 委 員 会 編 『明 治 大 学 百年 史 第1巻 史料 編1』,明 治 大 学,昭

和61年(1986年),p.388。

61998年8月28日 付 の 大 川 か らの 照 会 書 簡 に 対 す る平 成10年(1998年)9

月11目 付 外 務 省 外 交 史 料 館 編 纂 室 長 熱 田氏 か らの 回答 。

71999年9月24日 付 の 野 沢 幸 子 女 史か ら筆 者(大 川)宛 の書 簡 。

8松 本 暉 男 「身 分 法 学 者 ル イ ・ブ ル デ ル の フ ェ ミニ ズ ム 『女性 と権 利 』

を 中心 と して 」,関 西 大 学 法 学 論 集 第9巻 第2号,昭 和35年(1960年)1月,

pp.45-67。 中井 晶 夫 著 『ドイ ツ人 と ス イ ス人 の 戦 争 と平 和 ミ ヒャエ ー リ

ス と ニ ッ ポ ル ト 』,南 窓 社,1995年 。AkioNAKAI,DieKraftdθs

Gruppenindividualismus-JapanandseineModernisierung,dapsNeue

ZurcherZeitung,editionsamedi-dimanchedes29-30mai1993,N"122,

LitetaturandKunst,pp.65-66,notammentp.65.

9野 沢 幸 ∫・女 史御 提 供 の戸 籍 抄 本 写 しに よ る。

10篠 崎 学 美 執 筆 担 当 「の ざわ た い じろ う 野 沢 泰 次 郎 」(栃 木 県 大 百科 事 典

刊 行 会 編 『栃 木県 大 百 科 事 典』,昭 和55年(1980年),下 野 新 聞 社,p.576)。

同 「しもつ け ぽ うせ きか い しゃ ド野 紡 績 会 社 」(前 掲 書,p.350)。 「野 沢 泰

次 郎 君」(五 十'嵐栄 吉編 ・発行 『大 正 人 名 辞典 』 第4版,大II三7年(1918年),

東洋 新 報 社 刊,1987年 に 日本 図 書 セ ンタ ー よ りi一 ド2巻 と して 復 刻 。 この う

ち,L巻,p.1053)。 田代 善 吉 著 『栃 木 県 史

第5巻 政 治編 』,臨 川 書店 刊,昭 和47年(1972年),p.284。 同 『栃 木 県 史

第10巻,産 業経 済 編 』,pp.60-62。 同 『栃 木 県 史 第13巻 伝 記編 」,pp.

430-433。 栃 木 県 史編 さん 委 員 会編 『栃 木 県 史 通 史編6近 現 代(1)』 ,栃 木

県,昭 和57年(1982年),印 刷 「ぎ ょ うせ い」,p.72,1017。 同 『栃 木 県 史

通 史編7近 現 代(2)』,p.226,437-450。 同 『栃 木 県 史 通 史 編8近 現

代(3)』,p.53-54。 栃 木 県 教 育 委 員 会 編 『ふ る さ と栃 木 県 の 歩 み 』,栃 木 県 文

化 振 興 事 業 団,1986年,pp.387-388。 絹 川 太 一一著 『本 邦綿 綜 紡 績 史』,日 本

紡 績 倶 楽 部,1937-1944年,第2巻,pp.249-276。

11前 掲 『栃 木 県 史 第13巻 伝 記 編 』,pp.431-432。 明 治18年9月15it付

「外 務 省 旅 券 ド付 表 」,外 務 省 外 交 資 料 館 蔵 。 絹 川 前掲 書(注13),pp.251-L5

20

12明 治19年2月25日 付 「海 外 旅 券 下付 表 」,外 務 省 外 交 資 料 館 蔵 。

13前 掲 の 「幕 末 明 治 海 外 渡 航 者 総 覧 第2巻(人 物 情 報編)』 で の 野 沢 武 之 助
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の 記 述 の も と と な っ て い る 資 料 は,「 の ざ わ,た け の す け 野 沢 武 之 助 」(日

本 現 今 人 名 辞 典 発 行 所 編 ・Fl」 『日 本 現 今 人 名 辞 典 』(明 治23年),ド 巻 。1988

年 に 日 本 図 書 セ ン タ ー か ら 復 刻)と い う 記 事 で あ る 。 こ こ で は,「 明 治19年

独 逸 国 に 留 学 し21年 同 国n業 学 校 卒 業 」 と あ る だ け で あ る 。 ミ ュ ー ル ハ イ ム

と い う 地 名 を 特 定 す る こ と が で き た の は,国 会 の 公 式 記 録 に よ る(衆 議 院 ・

参 議 院 編 『議 会 制 度 百 年 史 衆 議 院 議 員 名 鑑 』,平 成2年(1990年),大 蔵 省

印 刷 局,p.489に 所 収 の 記 事 「野 沢 武 之 助 」)。

14　 DerdeutscheEinflussgewinntinJapanimmermehi°anBoden-eine

Thatsache,welchenamentlichdieIJnglanderzubeunruhigenscheint....

VorachtJahrenhattederKaiserheschlossen,demVolkeimJahre1889

eineVolksvertretungandparlamentarischeInstitutionenzugewahren

anddiesemUmstandeistdasAnwachsendesdeutschenElementsinJapan

zuzuschreiben.ImJahre1882wurdeeinerderhervorragendsten

japanischenStaatsmanner,GrafIto-jetztPremierminister-nachEuropa

geschickt,umdieverschedenenparlamentarischenandadministrativen

SystemezustudierenanddasPassendstefurJapanauszuwahren.Die

Auswahlwarnichtgross:RepublikenanddespotischeMonarchiewur・den

vonvornhereinausgeschlossen,sodassnurnochGrossbr・itanien,

Deutschland,OesterreichandItalienubrigblieben.Daeskeine

geschriebeneenglischeVerfassungg・ibtanddieselbeAuslandernschwer°

verstandlichsit,konntedieselbenichtberucksichtigtwerdenandsowurde

schliesslichdasdeutscheSystemgewahlt.C,rafItostudies°temehrere

MonateinBerlindasparlamentarischeandVerwaltungs-System

DeutschlandsandgewanndabeinaturlichvieleFreunde.Erwandtesick

daherstets,nachdemerPremierministergewor・denwar,nach

Deutschland,sobaldervonEuropaernIIUIfebrauchte.EinPalamentshaus

musstegebautwerdenandwaslagnaher,alseinendeutschenArchitekten

damitzuheti°auen,welcherdannwiederumDeutschealsGehilfen

verlangenwird?DieRathgeberdesKabinetsinVerfassungsfragenwerden

Deutschesein,wieinallenDepartements,welcheinFolgederReform

ei°i°ichtwerden.EswareinderThatthoricht,AmerikanerOderEnglander

umRathzufragenwegenAusfuhrungderdeutschenVerfassung.Im
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Ei°ziehungswesenwachstdieZahlderDeutschenammeisten,dadieselben

alsLehrerinderganzenWeltgeschatztwerden...."(Cf.,"Japan",dans

FrankfurterZei.tung,editiondu2janvier1887,内 川 芳 美 ・宮 地 正 人 監 修

『国 際 ニ ュ ー ス 事 典 外 国 に 見 るB本 ②1874-1895原 文 編 」,毎1-!コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン ズi-　」,1990年,p.347に 所 収).

15清 水 伸 著 『明 治 憲 法 制 定 史(上)』,1971年,原 書 房,pp.21-107,283-315。

稲 田IE次 著 『1リj治憲 法 成 、佐史(r)」,1960年,pp.565-598。

16井L毅 「人 心 教 導 意 見 案(明 治14年11月7Fl)」(井L毅 伝 記 編 纂 委 員 会

編 『井L毅 伝(史 料 編 第1)』,1966年,国 学 院 大 学 図 書館,p.251)。

17清 水 著 前 掲 書,pp.295-297。 滝 井t著 『文 明 史 の な か の 明 治 憲 法 こ の

国 の か た ち と 西 洋 体 験 』,講 談 社 メ チ エ,2003年,pp.80-136。 同 著 『ド イ ツ

国 家 学 と 明 治 法 制 シ ュ タ イ ン と 国 家 学 の 軌 跡 』,ミ ネ ル ヴ ァr!i房,

1999年,p.113以 下 。 大 石 真 著 『目 本 憲 法 史(第2版)』,有 斐 閣,2005年,

pp.102-113,197-182QIII室 信 一・著 『法 制 官 僚 の 時 代ll司 家 の 設 計 と 知 の

歴 程 』,木 鐸 社,1984年,pp.277-317。 蝋 山 政 道 著 『日 本 に お け る 近 代

政 治 学 の 発 達(叢 書 名 著 の 復 興7)』,1968年,pp.66-82。 森 川 潤 著 『井1毅

の ドイ ツ 化 構 想 』,雄 松 堂 出 版,2003年,p.83以 ド。 堅 田 剛 箸 『独 逸 学 協 会

と 明 治 法 制 』,木 鐸 社,1999年,特 にpp.17-47。

18Cf.,1)errrzisdes(乏 ノouretrangers1887-1890(19981-29950),P.363,cote

etrangersDj.N"3,Archivesd'EtatdeGeneve.

19ア パ ー トや 区 画 の 年 代 考 証 に つ い て は,ジ ュ ネ ー ブ 州 政 府 か ら 委 嘱 さ れ て

ジ ュ ネ ー ブ 市 内 の 建 築 史kの 調 査 に 従 事 さ れ て い る ア ナ ス タ ー ジ ャ ・ヴ ィ ニ

ガ ー 一ラ ブ ダ(AnastazjaWiniger-Labuda)女 史 に よ る。

20Cf.,Listedesautorites,professeurs,etudiantsetauditeursdel'Uniuersit

edeGeneve(semestred'Pte),Geneve,imprimerieAubert-Schuchardt,1892,

p.19,BibliothequepubliqueetuniversitairedeGeneve,coteAc331.

21Cf.,AlfredDUFOUR,、Kistoire(∫ ρ0ρ η初 ρ,collectionQuesail-je?N'3210,

Paris,3"edition,2001,pp.98-113.

22Cf.,BORGEAUD,Histoiredel"UniuersitedeGeneve,tome3,pp.415-55?.

DavidHILIJR,CarlL"ogt,lerecteurquitransformal'Academieenune

universiternoderne.-Alliantsciencesetideesavancees,itafaitaboutirdes

6ηor胤 ρsr⑳r1η θSω ηSどゴξrαわ♂θSα η 朋`e1叩srecord,inTribunecleGeneve,
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editionsamedi-dimanchedes21-22janvier1995,p.29.

23Cf.,DavidHILER,L'UniversitedeGenwen'aouvertsespontesaux

femmesqu'en1872.MarieGoegg-Pouchoulinafonclelepremiermouuement

feministedeSuisse.Elleaassistedsoneclosion.,inTribunedeGeneve,

editionsamedi-dimanchedes12-13mars1994,p.27.

2416世 紀 に 始 ま り,1996年 頃 ま で 「在 ジ ュ ネ ー ブ ・ ドイ ツ 人 法 学 部 生 団 」

(United'etudiantsallemandsendroitaGeneve)と して 一 大 学 生 団 体 を 形

成 し て い た 。 こ の 点 に つ き,次 の よ う な 報 告 が 発 表 さ れ て い る 。 残 念 な が ら,

筆.者 は 報 告 の 原 稿 に つ い て は 未 見 で あ る 。RudolfMEYER,L'unificationdu

droitprideenEuropeetla.traditiondel'enseignementdudroitcompareet

dudroitallemandauxUniuersitesdeGeneveetLausanneduIG'siecle

jusqu'd'aujourd'hui,conferencepubliquedonneeBanslecadredutourssur

L'unificationdudroitpriveenEuropea1'Univet・sitedeGenevele22join

1999.

2511三 式 な タ イ トル は 「占 代 法 の 一 般 史 と 哲 学 史 ロ ー マ を 中 心 と し て 」

(Histoiregeneraleetphilosophiquedudroitdans1'antiquiteetspeciale-

mentaRome,leProf.HenriBrocher)と な っ て お り,講 義 担 当 者 は シ ャ ル

ル ・ プ ロ ッ シ ェ ー 教 授(CharlesBrocher,1811-1884)で あ る 。 週7時 間 で2

つ に 分 け て 開 講 さ れ た(Cf.,Programmedestoursdel'Urziuersitede

Geneve-pendantLPSdeuxsemestres(∫ θ1'annee1890-1891(ci-apres,

Programmedescours,1890-1891),Geneve,1890,Archivesde1'tlniversitede

Geneve,cote378.4(949.442)Pro.,p.14)。 プ ロ ッ シ ェ ー は ジ ュ ネ ー ブ 大 学 法

学 部 で 法 律 学 を 修 め た 後,ド イ ツ に 留 学 し,ハ イ デ ル ベ ル ク 大 学 で は ツ ァ ハ

リ エ,ベ ル リ ン 大 学 で は サ ヴ ィ ニ ー の 講 莚 に 連 な っ た 。 ジ ュ ネ ー ブ に 戻 っ て

か ら法 実 務 界 に 入 り,検 事 代 理,判 事,弁 護t一 を 経 験 し た 。1860年 に 前 任 者

ピ エ ー ル ・オ デ ィ エ の あ と を 受 け て,ジ ュ ネ ー ブ 大 学 法 学 部 で 民 法 担 当 教 授

に 就 任 した 。1867年 に フ ラ ン ス ・バ リの 精 神 ・政 治 学 学 士 院 か ら遺 留 分 の テ ー

マ で 募.集 さ れ た 懸 賞 論 文 に 彼 は 「遺 産 相 続 に お け る 遺 留 分 の 法 制 史 的 ・哲 学

的 研 究 」(Etudehistoriqueetphilosophiquesurlalegitimee`lesreservesen

matieredesuccessionhereditaire,ParisetGeneve,1868)と 題 し た 論 文 を

提 出 し,当 時 グ ル ノ ー ブ ル 大 学 教 授 で あ っ た ギ ュ ス タ ー ブ ・ボ ワ ソ ナ ー ドと

共 に 当 選 し て い る 。 こ の 中 で 発 揮 さ れ て い る よ う に,民 法,国 際 私 法,法 制
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史,法 哲 学 に関 す る該 博 な 知 識 に よ り,プ ロ ッシ ェー は 様 々な 講義 を ジュ ネ ー

ブ大 学 で 担 当す る こ と に な る(Cf.,BORGEAUD,Histoiredel'Universitede

Geneve,annexedutome3,pp.45-52.大 久 保 泰 甫著 『日 本近 代 法 の 父 ボ

ワ ソ ナ ア ド』,岩 波 新 書,1977年,p.22)。

26正 式 な タ イ トル は 「近 代 法 の 一 般 史 と 哲 学 史 」(Histoiregeneraleet

philosophiquedudroitdanslestempsmodernes)で あ る。

27週5時 間 の履 修 とな って お り,講 義 担 当 者は 当 時 の法 学 部長 ア ル フ レ ッ ド ・

マ ル タ ン(AlfredMartin,1847-1927)教 授 で あ る。1912年 に現 行 ス イ ス民

法 典 が 公 布 され る ま で,ジ ュ ネ ー ブ 州 で は ナ ポ レオ ン軍 政 期 に 導 入 され た フ

ラ ン ス民 法 典 が 適 用 さ れ て い た の で,野 沢 は フ ラ ン ス民 法 を聴 講 した こ と に

な る(拙 稿 「ス イ ス民 法 典 第1条 第2項 の 学 説 史 的 起 源 」,森 田安 一 編 『ス イ

スの 歴 史 と文 化 』(刀 水 書 房,1999年,pp.179-204に 所 収,特 にp.182)。

1891年 冬 学 期 で は,フ ラ ン ス民 法 典 第3編 の う ち,第3章 「契 約 と債 務 」 第

3節 「総 則 」,第6節 「債 務 の 証 明」,第4章 「合 意 な く して 成 立 す る契 約 」,

第6章 「売 買 」,第7章 「交 換 」,第8章 「賃 貸 借 」,第10章 「消 費 貸 借 」,第

11章 「供 託 」 が 講 じ られ た(Programmedestours1890-1891,p.14)。

28週4時 間 の 履 修 とな っ て お り,講 義 担 当者 は ル イ ・ジ ャ ケ モ 教 授(Louis

Jaquemot,1844-?)で あ る。 経 済 学 説 史の 他 に,富 の 生 産,循 環,消 費,分

配,と い った 基 本 的 概 念,財 政 学,統 計学 の 内 容 も講 じ られ る 予定 とな って

い た(Programmedescours,1890-1891 ,p.15)。 な お,ジ ャケ モ 教 授 は1896

年 で 免 職 と な って い る(Cf.,BORGEAUD,Histoiredel'UniversitedeGeneve,

tome3,p.567.)0

29Cf.,Exanzenssubisdanslasessiondejuillet1891,proses-verbauxdes

examensdelaFacultededroit,cote1984/17/21 ,p.65,Archivesde

1'UniversitedeGeneve.

30正 式 な タイ トル は 「パ ンデ ク テ ン」(Pandectes)で あ る。 週2時 間 の履 修

とな って お り,講 義 担 当 者 は ア カ デ ミー ・ ド ・ロー ザ ン ヌか ら出 講 して き た

シ ャ ル ル ーア ン リ ・エ ル マ ン(Charles-HenriErmann)教 授 で あ る。 占 代

ロ ー マ の 民 事 訴 訟 制 度 と物 権 法 と を 講 じ た(1)rogrammedescours,1891-

1892,p.17)。

31前 年 度 に続 い て ア ル フ レ ッ ド ・マ ル タ ン教 授 の持 上 り担 当 と な って い る。

週5時 間 の 履 修 とな って お り,フ ラ ン ス民 法 典 の 第1編,第2編,そ して 第3
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編 冒頭 が 講 じ られ て い る(Cf.,oρ.ciC,Pp.16-17)。

32週3時 間 の 履 修 と な っ て お り,講 義 担 当 者 は ユ ー ジ ー ヌ ・ リ シ ャー ル

(EugeneRichard,1843-1925)教 授 で あ る。 ス イ ス,ド イ ツ,イ タ リア 各 国

の 制 度 を比 較 法 的 に 考察 しな が ら,会 社,運 送 契 約,鉄 道 法,抵 当,商 店 一

般,倉 庫 証 券,を 論 じた(Cf..op.cit.,p.17)。

33週2時 間 の 履 修 と な って お り,西 洋 諸 国 の 法 律 を 比 較 法 史的 か つ 法地 理 学

的 に論 じ,法 典 編 纂 論 につ いて も扱 って い る(Cf.,op.ctt.,p.17)。

3/1cf.,Examenssubisdanslase.5siond'avr・it18.92,1)rOα 触一verbaux`Zρs

ρκαmρηsdelaFaculte`1ρdroiC,cotel984/17/21p.fig,Archivesde

1'tlniver・sitedeGeneve.

35Cf.,BORGEAUI),Histoirech1'び η加ρrsε'6deGρ η初 ρ,annexedutome3,P.

}3.

36松 本 暉 男 「身 分 法 学 者 ル イ ・ブ リデ ルの フ ェ ミニ ズム 『SC性 と権 利 』

を 中心 と して 」,関 西 大 学 法 学 論 集 第9巻 第2号,昭 和35年(1960年)1月,

pp.45-670

37ブ リデ ル教 授 の 孫 に あ た る ア ル ベ ー ル ・ナ チ ュ ラー ル(A}bet・tNatural)

大 使 か ら の筆 者宛2002年2月22日 付 書簡 に よ れ ば,野 沢 とブ リデ ル教 授 と

の 交 流 を 裏 付 け るよ うな 書簡 類 は 何 一・つ 残 って い な い,と の 回 答 で あ った。

38週3時 間 の 履 修 と な っ て お り,講 義 担 当 者 は フ ェ ル デ ィナ ン ド ・ゲ ンテ

(FerdinandGentet,1845-1919)教 授 で あ る。 こ の 講 義 で は 国 家,憲 法,行

政 府 を 概 説 して い る(Cf.,Pr-ogramm.esdestours1892-1893,p.19)0

39成 績 原 簿 で は 「国 際 法 」 と して しか 記 述 され て い な い が,当 時 の 講 義 シ ラ

バ ス に よ る と,週3時 間 の 履 修 で 前 半 の 冬 学 期 に は 「国 際 公法 」(droitillter-

nationalpublic),後'ト の 夏学 期 に は 「国 際 私 法 」(droitinternationalprive)

をi司 じ ゲ ン テ教 授 が 担u.す る こ とに な って い る(Cf.,op.eε`.,PP・16-18)。 野

沢 が通 年,そ れ と も 半期 間 の い ず れ の 期 間 で 受 講 した の か は確 か め る こ とが

で き な か っ た。

40週4時 間 の 履 修 で,講 義 担1者 は ア ル フ レ ッ ド ・ゴ テ ィエ2qtr教 授

(AlfredGautierII,1858-1920)で あ る(Ci'.,ProgrammesCUPSyours1891-

1892,p.17)a

41週3時 聞 の 履 修 で,講 義 担 当 者 は 同 じ く ゴ テ ィエ2世 教 授 で あ る(Cf.,

Programmesolθsyours1892-1893,PP.20-21)。
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42週211寺 間 の 履 修 で 連 邦 最 高 裁 公 法 担 当 判 事 ジ ュ ー ル ・ ロ ガ ン(Jules

Roguin,1823-1908)が 員 外 教 授(Professeurexti・aordinaii・e)の 資 格 で 講 義

を 担 当 して い る 。1874年 連 邦 憲 法 に 既 定 す る 個 人 の 権 利,q)鉄 道 建 設,抵 当

権 と 企 業 の 強 制 清 算,鉄 道,蒸 気 船,製 造 業 者,.L場is,公 共L木 事 業 請 負

業.者,の 民 事 責 任,(3)ス イ ス へ の 同 化 と ス イ ス 国 籍 離 脱,(4)刑 事 被 疑 者 お よ

び 被 告 人 の 引 渡,以 一L4分 野 に ま た が る 連 邦 法 に つ い て 講 じ て い る(Cf.,

loc.cit.)o

X13Cf .,Examenssubisdanslasessiondoctobre1892,proms-verbau_rdes

nxamensdelaFaculCededroit,cote1984/17/?1,p.73,Archivesde

1'UniversitedeGeneve.

44Cf.,LLSCPdesautorites,ρ1・(脚ssθ αrs,etudiantsPtα πol琵ραr84ρ ♂'乙1ηεθρr-

silodeGρ η帥 ρ,semestred'hiver1892-93,semestred'ete1893,SP.1'11PSti'@

d'hiver1893-94,semestred'ete1894,semestred'hiver1894-1895,semestre

d'ete1895,BibliothequePubliqueetUniversitait・edeGeneve,coteAc331.

452001年3月 末 に 私 が ジ ュ ネ ー ブ 大 学 本 部 ア ル ヒ ー ブ(Archivesde

1'tlniversitedeGeneve)を 訪 ね た 折,ア ー キ ビ ス トの ド ミニ ッ ク ・ ト リ オ ネ

ーヴ ゥ イ ロ(DominiqueTorrione-Vouilloz)女 史 の 説 明 に よ る 。

46"LaFacultedρDroitα α`01て8ρ'7m1)cessiondρludisserCationdeル1.

NosawasurlaConstitutionduJapon,sansseprononcerd'ailleurssurla

valeurdutravailnisurlesopinionsdelh厩 ρα汽GPIZPUP,leIG/uillet1895.

ムρ(10vθ η'乙oα`8BRIDE乙.℃f.,NOSAWA(Takematsu),LaConstitutiondu

Jason-disser`anonPノ ・esen`eeδ ♂αFacultedρdroiゆour¶ledodoノ'α`,

Geneve,1895,p.2.

47Cf.,Registredesproces-verbauxdesexamensdelaFα(・ μ1`6dedroitdρ

1'UniversitedeGeneve,Archivesde1'tlniversitedeGeneve,cote1981/17/21,

p.84.

48前 述 し た ド ミニ ッ ク ・ ト リ オ ネ ーヴ ゥ イ ロ 女 史 の 説 明 に よ る 。

49大 学 側 の 公 刊 文 献 に も 明 記 さ れ て い る(Cf.,BORGEAUD,Histoiredρ

1'Uniuersit.edeGeneue,annexedutome3,pp.66-68;Chat°lesSORET,

D・cu〃zentspoursect,II'δ1'histoiredθCLIniversitedeGenevetomelV-

C,`ataloguedesouvragns,articlesetmemoirespubliesparlesprofesseursde

♂'こ1η'θρrsε`6dρGρ η初 ρainsiqueCPRthesespresenteesde1873d1895aux
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diversesFacultespourl'obtentiondesgradesuniversitaires,rassembledla

demandedudepartementdel'instructionpublique,Archivesde1'Univer-

sitedeGeneve,cote378.4(949.442),p.270)0

50野 沢 幸 子 氏 御 提 供 の 野 沢 家 戸 籍 抄 本 の 写 しに よ る。

51渡 辺 俊 子 編 「明 治 大 学 創 立期 年 譜 」(明 治 大学 広 報 課 歴 史 編 纂 資 料 室 編 『歴

史 編 纂 資 料 室 報 告 第7集 復 刻 明 治 大学 創 立 関係 史 料 集』,明 治 大 学 広 報 課 歴

史 編 纂 資 料 室,昭 和50年(1975年),PP・51-61に 所 収,特 にp.58を 参 照)。

早 稲 田 大 学 史 料 編 纂 所 編 『早稲 田大 学 百 年 史 第1巻 』(早 稲 田 大 学 出 版 部,

昭 和53年(1978年),pp.763-764,p.1038)。

52「 明 治 法 律 学 校 職 員 調 」(明 治31年10月1日 調)(明 治 大 学 百 年 史 編 纂 委 員

会編 『明治 大 学 百 年 史 第1巻 史料 編1』,明 治 大 学 広 報 課歴 史編 纂 資 料 室,

昭 和61年(1986年),pp.415-417に 所 収)。

53宮 川 康 「あ とが き」(明 治 大 学 広 報 課 歴 史編 纂 資 料 室 編 『歴 史 編 纂 資 料 室 報

告 第6集 成 立 期 明 治 大 学 関 係 者 略 伝 』,明 治 大学 広 報 課 歴 史編 纂 資 料 室,昭

和49年(1974年),pp.101-102)。

54前 掲 「明 治 法 律 学 校 職 員 調 」,p.416。

55衆 議 院 ・参 議 院 編 集 『議 会 制 度 百 年 史 院 内会 派 編 衆 議 院 の 部 』(大 蔵

省 印 刷 局,平 成2年(1990年),pp.'1:)。

56前 掲 『議 会 制 度 百 年 史 院 内 会派 編 衆議 院 の部 』,pp。21-27,pp.43-48,

pp.53-570

57前 掲 『議 会 制 度 百年 史 一 院 内会 派 編 衆 議 院 の 部』,PP・82-87,特 にp.86。

58衆 議 院 ・参 議 院 編 集 『議 会 制 度 百年 史 帝 国 議 会 史 上 巻 』,大 蔵 省 印

刷 局,平 成2年(1990年),p.177。 伊 藤 之 雄 「第III章 立憲政 友 会 創 立 期 の

議 会 」(内 田 健 三 ・金 原左 門 ・古 屋 哲 夫編 『日本 議 会 史 録 第1巻 』,第 一 法

規 出 版 社,平 成3年(1990年),p.221)。

59官 報 号外,明 治31年6月11f-1,第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事速 記 録 第16

号,(『 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事 速 記 録13第11・12回 議 会 明 治30年 』(以 ド,

『議 事 速 記 録13』 と略),東 京 大 学 出版 会,昭 和55年(1980年),p.315)。

60官 報 号 外,明 治31年5月21日,第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事 速 記 録 第2号

(前 掲 「議事 速 記 録13』,pp.2-4)。

61官 報 号 外,明 治31年5月19日,第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事速 記 録 第4号

(前 掲 「議事 速 記 録13』,P・5)。

一42一



明治期一 日本 人留学生 の大 日本帝国憲法論

62官 報 号 外,明 治31年5月24日,第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事 速 記 録 第1号

(前 掲 『議 事 速 記 録13』,p.27)。

63官 報 号外,明 治31年5月29日,第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事 速 記 録 第7号

(前 掲 『議 事 速 記 録13』,pp.98-100)。

64官 報 号 外,明 治31年6月2日,第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事 速 記 第ll号

(前 掲 「議 事速 記 録13』,pp.173-179。

65官 報 号 外,明 治31年6月2口,第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事 速 記 第11号

(前 掲 『議 事速 記 録13』,p.179。

66官 報 号 外,明 治31年6月2日,第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事 速 記 第11r

(前 掲 『議 事速 記 録13』,p.180。

67官 報 号 外,明 治31年6月7日,第 第12回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 事 速 記 録 第14

号(前 掲 『議 事 速 記 録13』,p.259)。 ち な み に,野 沢 の 父 親 秦 次 郎 と 田 中 正

造 との 間 に は個 人 的 面 識 が あ った こ とが 確 認 で き る(田 中 正 造 全 集 編 纂 委 員

会編 『田 中.r_造 全 集 』,岩 波 書 店,第13巻,1977年,p.15。 同 全 集 第14巻,

1978年,pp.172-174)。

68野 沢 が 再 出 馬 した こ と につ い て は 前述 の 野 沢 幸 子 氏 か らの1999年9月11

日付瑞 穂 野 局 消 印 の 書 簡 に よ る。 星 の 当選 に つ い て は,前 掲 『議 会 制 度 百年

史 院 内 会派 編 衆 議 院 の 部』,pp.88-89を 参照 。

69鈴 木 武 史著 「星 亨 藩 閥 政 治 を 揺 が した 男』,中 公 新 書,昭 和63年(1988

年),pp.25-28。 な お,そ の あ ま りに も強 引 な 政 治 手 法 が 災 い し,1901年

(明 治34年),星 亨 は 暗殺 さ れ た。

70東 京 大学 百 年 史編 集 委 員 会 編 『東 京 大 学 百年 史 部 局 史1』,東 京 大 学 出 版

会,昭 和61年(1986年),p.93。Cf.,BORGEAUD,Histoiredel'Universite

deGeneve,tome3,p.534.

71前 掲 「明治 大学 創 立期 年 譜 」,p・60。 「明 治 法 律 学 校 職 員 調 」(明 治34年10

月1日 調)(前 掲 『明 治 大学 百 年 史 第1巻 史 料編1』,P・424)。

72「 明 治 法 律 学 校 明治35年 度報 告」(前 掲 『歴 史編 纂 資 料 室 報 告 第7集

復 刻明 治 大学 創 立 関係 史料 集』,pp.9-11に 所 収,特 にpp.10-11を 参照)。

73野 沢 幸 子氏 御 提 供 の野 沢 家 戸 籍抄 本 の 写 し と家 系 図 とに よ る。

74「 各 部 学 科Fl及 講 師 」(『 明 治 学 報 』 第76号 明 治37年9月8日)(前 掲 『明

治 大学 百年 史 第1巻 史 料編1』,pp.592-595に 所 収)。

75前 掲 『東 京 大 学 百 年 史 部 局 史1』,p.108。
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76早 稲 田 大学 史編 集 所編 『早稲 田 大 学 百 年 史 第2巻 』,昭 和59年(1984年),

p.X20

77前 掲 『早稲 田 大学['1年 史 第2巻 」,p.111,P・1199。

78有 賀 長 雄 著 「日露 陸 戦 国 際 法 論』,東 京1皆行 社,1911年,p.25。 同 趣 旨 を

有 賀 は フ ラ ンス語 版 で 次 の よ う に記 して い る。 ℃efutM.Nozawaqui,desle

d色but,futnommeleconseillerlegalde1'armeestationneeenCoreeainsi

quede1'armeeduYa-louetdunorddelaCoree.IIafaitsesetudesdudroit

a1'Univei°sitedeGeneve.Pendantlaplusgrandepantiedelagueri°e,la

situationdiplomatiqueincertainedelaCoreemitIlotrearm6edansunepo-

sitionassezdelicate,etc'estsansnuldoutegraceauxbonsconseilsdeM.

Nozawaquelesevenementssesortderoulessansincidentsdansla

peninsule."(Cf.,NagaoARIGA,Lagμ ρrrρrusso一ノaponaisPau1)oint(∫ θこノαρ

continentalρ`♂ ρdroitinternational,Paris,A.Pedone,librairiedelacour

d'appeletde1'ordredesavocats,1908,p.16).

79外 務 省 人事 課 編 『外 務省 年鑑 』,昭 和 六 年(1931年)6月,p.97。

80大 竹 歌 次 ・柿 原 琢 郎 ・多 川 吉鐘 ・疏 石種 一・・辻 秀 春 ・中lll勝 之 助 ・安 田繁

太 郎 ・山 口 貞 昌 ・国 分 三亥 ・酷 村 忠 次 郎 「朝 鮮 司法 界 の 往 時 を語 る座 談 会」,

朝 鮮rfJ法 協会 雑 誌 第19巻 第10・11号,昭 和15年(1940年),p.305。

81姜 在 彦(カ ン ・ジ ュオ ン)箸 『[増補 新 訂]朝 鮮 近 代 史』,'F凡 社 ラ イブ ラ

リー,1998イ 「三,pp.197-1980

82大 竹 他編 前 掲 「朝鮮rfJ法 界 の 往 時 を語 る座 談 会」,p.324。 李 英 美 「朝鮮 統

監 付 に お け る 法 務 補 佐 官 制 度 と慣 習 調 査 事 業(1)梅 謙 次 郎 と小m幹 治

郎 を 中心 に 」 法 政 大 学 法 学 志 林 協会 「法 学 志 林 」 誌 第98巻 第1号,2001

{仁,pp.205-247。

83大 竹 他 編 前 掲 「朝鮮 司法 界 の 往11寺を 語 る座 談 会」,p.325。

84鄭 鐘 休 著 『韓 国 民法 典 の 比 較 法 的 研 究」,創 文 社,1989年,p.59,註17。

85秦 郁 彦編 「戦 前 期 日本 官 僚 制 の 制 度 ・組 織 ・人 事』,東 京 大学 出版 会,昭 和

56{ヒi三(1981{1匡)0

86前 出 『外 務 省 年 鑑 』 に よ る。 な お,枢 密 顧 問 官 に野 沢 が 任 じられ て い た と

す る記 述 が あ る(手 塚 晃 ・国 、ア教 育会 館 編 集 『Y{ij:明治 海 外 渡 航 者 総 覧 第2

巻(人 物 情 報編)』(柏 書 房,1992年,p.189)。 しか し,国...1.公 文 書館 編 『枢

密 院 高 等 官 履 歴 』,全5巻,東 京 大学 出 版 会,1996-1997年)お よび 枢 密 顧 問

一44一



明治期一 日本人留学生 の大 日本帝国憲法論

官 一一覧(日 本 近 現 代 史 辞 典 編 集 委 員 会 編 『日 本 近 現 代 史 辞 典 』,東 洋 経 済 新 報

社 刊,1978年,pp.803-805)を 参 照 す る 限 り で は,野 沢 武 之 助 の 名 前 は 見 出

せ な い 。 し た が っ て,こ の 記 述 は 間 違 い で あ る 。

871999年(平 成11年)9月24卜1瑞 穂 野 局 消 印 付 の 野 沢 幸 子 氏 か ら 筆 者(大

川)宛 の 書 簡 。

88有 森 新 吉 に つ い て は,別 稿 をr定 し て い る。

89"PourexpliquerpourquoileJaponaadoptelesinstitutionsoccidentales,

,j'aitraite,...ducaracteredesJaponaisetlapositiondanslaquellece

peupleestplace.Danscettepartie,j'aicherchearefuterplusieurscritiques

quionteteadresseesauxreformesjaponaises,enexpliquantles

particularitesdecepeupleetlanecessitepourluid'adopterlesinstitutions

europeennes."(Cf.,NOSAWA,op.cit.,p.3).

90"Onaobjecte,notamment,qu'unpeuplenepeutjamaisadopterla

civilisationetrangereavecuneteller・apidite;cenestalors,dit-on,que

1'apparencequ'onachangee;donelesreformesradicalessontinutiles."

(Cf.,NOSAWA,op.cit.,p.7).

91邦 訳 と して,ギ ュ ス タ ー ヴ ・ル ・ボ ン 著 桜 井 成 夫 訳 『群 集 心 理 』(1946年

に 岡 倉 ・書 房 か らFl」行,1993年 に 講 談 社 学 術 文 庫 か ら 復 同)が あ る 。 桜 井 氏 に

よ る 「訳 者 の あ と が き 」 と 講 談 社 学 術 文 庫 版 に 加 え ら れ た 穐 山 貞 登(あ き や

ま ・た か の り)氏 に よ る 「解 説 」 が 有 益 で あ る 。 ま た,ル ・ボ ン に つ い て は,

フ ェ ル ドマ ン ・オ フ ェ ル 「ル ・ボ ン,G」(猪 口 孝 ・大 沢 真 幸 ・岡 沢 憲 芙 ・山

本 吉 宣 ・ ス テ ィ ー ブ ン ・R・ リー ド編 「政 治 学 事 典 』,弘 文 堂,2000年,p.

ll40)が あ る 。Cf'.,PeterSTADLF.R,MaslenandMachte-Ruclzblichaufein

historischesMuster,dansハleueZiircherZeitung(lnternationaleAusgabe),

editionsamedi-dimanchedes24-25gout2002,N"195,LitetarurandKunst,

p.49.

92Cf.,GustaveLEBON,Loispsvchologiquesdel'euolutionCPSpeuples,

Paris,FelixAlcan,pp.132-138.

93"...lespeuplessuperieuresn'ontjamaispureussirafaireaccepterleur

civilisationpardespeuplesinfer°ieui°s....Onfaitaisementunhachelierou

unavocatd'unnegreoud'unJaponais;mailonneluidonnequ'unsimple

vernistoutafaitsuperficiel,sansactionsursaconstitutionmentale....Ce
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negresouceJaponaisaccumuleratouslesdiplomespossiblessansarriver

auniveaud'unEuropeenordinaire."(Cf.,LEBOIV,op.cit.,pp.32-33).

94"llestpossiblededressera1'europeenneunearmeedenegres,deleur

apprendreamanierfusilsetcanons,onn'aurapaspourvelamodifieleur

inferioritementaleettoutcequidecouledecetteinferiorite.Levernisde

civilisationeuropeennequirecouvreactuellementleJaponnecorrespond

nullementa1'etatmentaldelarace.C'estunmiserablehabitd'emprunt

quedechirerontbientotdeviolenterevolutions."(Cf.,LLBON,op.cit.,p.

67,nota(1)).

95"Enadmettantceraisonnement,enacceptantencorequelesJaponais

soientunpeupleBieninferieurcommeleconsiderecetauteur,nous

affirmonsqueceraisonnementnestpasapplicableaupr・ogresqueles

Japonaisontrealisedepuistrenteans....Nousesperonsque1'auteur

pourrabientotconstalerlui-memesisonraisonnmentestvraiement

fonde,sansqu'ilfaillemilleans."(Cf.,NOSAWA,op.cit.,p.23,nota(1)).

96"...cetteinferioriteneprouvepaslafaiblesseintellectuelleoumorale."

(Cf.,NOSAWA,op.cit.,p.9).

97Cf.,NOSAWA,oP.ci`.,PP.14-16.

98"L'importancedescommunicationsintellectuellesetantsigrandeau

pointdevuedelacivilisation,itn'yaTiend'etonnantqueleJaponsoft

restehorsdugrandpi°ogresacausedesonisolementabsolu."(Cf.,

NOSAWA,op.cit.,p.11).

99"LarapiditeduprogresrealiseparleJaponaiss'exprimed'autantpart

parlafacilitedesmoyennesdecommunicationsdenotretemps."(Cf.,

NO5AWA,op.cit.,p.12).

100"D'autresontcritique1'espritimitateurdecettenation;...lesJaponais,

aforced'imiter,nesedenationalisentenpendantleuroriginalite."(Cf.,

NOSAWA,op.cit.,p.7).

101"LeJapon,pourquiresideaTokio,YokohamaouKobe,nestplusqu'un

coinde1'Occidentounosmodes,nosusageseuropeenssontreproduits,

copies,exageresmemeparunpeupleaquisonextraordinairepuissange

d'imitationafaitunesecondenature."(Cf.,LettresduJapon,dansLe
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Temps,1'editiondu23janvier1890,内 川 芳 美 ・宮 地 正 人 監 修 『国 際 ニ ュ ー

ス事 典 外 国 に 見 る 日 本 ②1874-1895原 文 編 』,毎 日 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

ズ 刊,1990年,p.401に 所 収).

102"CommentlesJaponaispourraient-ilsemployerleslancesetlesfleches,

quandlesautresnationsaverlesquellesilssontenrelationpossedentles

canonsKruppetArmstrong?Itsn'auraientpaspunonplusconserverle

systemefeodaldiscredite,uniquementpourgarderleuroriginalite."(Cf.,

NOSAWA,op.cit.,p.35).

103"LeJapon,quiveutmarcherdapslavoiedeprogres,nedoit-ilpas

commencerparinviterlesnationscivilisees?Lemeilleurpartipourluiest,

anotreAvis,d'emprunterasesdernierestousleselementsquilui

conviennent."(Cf.,NOSAWA,op.cit.,p.26).

104"...danslacopie,leroleducerveausebornearepetersanselaboration

cequiluiarriveparlessens,tandisque,dans1'imitation,itformedansson

interieurunidealavecdeselementspuisesdansunouplusieursmodeles,

etc'estcetidealquiseraensuitereproduit.Ainsi,lacopienestqu'unsim一

plerefletde1'original,tandisque1'imitationestunenouvelleproduction

quipeutsurpassersonmodele.'°(下 線 ・部は 引 用 者 。Cf.,NOSAWA,op.cit.,p,

32).

105野 沢 が 典 拠 と し て い る の は,ア ン リ ・ ジ ョ リ ィ ー 著 『偉 大 な 人 々 の 心 理 学 』

(HenriJoly,PsychologiedesBrandshommes,Paris,1883)で あ る 。 筆 者

未 見 で あ る 。

106"Eneffet,lesJaponaisn'ontjamaisadoptetellequelleuneinstitution

etrangere.Itsontconsulutecellesdetouslespays;ilsenontprislespar-

tiesquileurparaissaientlesmeilleures.Itsontmodifielespointsquine

convenaientpasaleursmoeursetcoutumes.Enfin,ilsontcondensecesdi-

verselementspourchercheraenfaireuneinstitutionparfaite....Itsont

emprunteauxinstitutionsdetouslespayscequileurparaissaitle

meilleurs.Itsontapportetouteslesmodificationsquedemandaientleurs

moeursetcoutumes,etensuiteilsenontfaitdesinstitutionsaleur・

convenance.Est-ceunesimpleimitation?"(Cf.,NOSAWA,op.cit.,p.30).

107「 従 っ て,総 て を 新 た に 創 造 し,改 革 せ ね ば な ら な か っ た 。 新 政 府 首 脳 ら の
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事業は,世 論の後押 しによ り,ほ どな くして諸制度を組織す ることに成功 し,

国家 の諸要請 を完iに 満たす こ とがで きたので あ った。 中 央政 府,地 方にお

ける公行政,司 法,軍 制度等 々が効率良 く機能 し始め たの であ った。 諸法典

が編纂 された。

この期間 には,国 民の側 で も様 々な政治思想 が開花 した。 各新聞は 自山主

義 的な政治 を志 向す る傾 向をます ます強 めていき,そ の論 調 も激 しさを増 し

てい った。 既に1874年 初頭 にお いて,何 名かの政治家 らが藩 閥政府 に対 して

議会開設の必 要性 を建 白 した。 しか しなが ら,1879年 が終 わ りに近づ いた頃

にな ってようや く日本国民は この問題 に本気にな って取 り組み始めたのであ っ

た。1880年1月,幾 つかの府県の代 表 らが 元老院に対 して提 出 した ものが民

選議員設LI(.案であ った。 熱気を帯 びた雄 弁家 らや新聞社 に支援 され,白 由1三

義 的政 治運動 は 日本全国津 々浦 々にまで影響を及ぼ した。

直 ちに,あ らゆ る府県 か ら次か ら次へ と代 表が 首府へ と送 り込 まれ た。 こ

れ らの 人々は,あ らゆる努力を払 った に もかかわ らず,そ の要求は元 老院,

大臣会議等 々によ り至 る所 で拒否 され たのであ った。 こ うした諸 要求 を天 皇

へ取 り次 ぐよ うに とこれ らの代表か ら要 請 された政府 高級 官吏 らはそうす る

べ き必 要はない と信 じていた。 この 当時,国 中が いわば政 治的熱病 にと りつ

かれて いたかのよ うで あ った。政治 的結 社が全国 至る所 で結成 された。 弁L

か らあ らゆる府県で雄弁 を展開 した。新 聞各紙 には政治 的記事が満載 され,

それ ら論 調があ ま りに激 烈であ ったので,政 治権 力によ るきび しい検 閲が し

かれ るに至 った。 この 口由民権運動 は2年 間近 く続 き,政 府 高級官 吏部内で

も1%憲 政 体の理念 を擁護す る意 見が 出て きた。つ い に,1882年10月 には,

天 皇は布告を 発表 し,7年 間以 内に議会を設 ㍍す ることを国民に 対 して約 し

たので あった。

国論 が この ような状態 であ ったか ら,来 る 」.憲体制には最良 の形態 を 与え

るべ き ことが 重要にな った。 そこで,天 皇はその高級 官 吏の何 名かを欧州諸

国 に派遣 し,そ れ ら諸国の憲法 典を原典 にあたって調査研究 にあた らせたの

で あ った。今 日では内閣総理 大臣た る伊藤伯爵 を筆頭 と したこれ ら政 府高級

官 吏 らは,与 え られた任務 に遭進 してい った。 このよ うに して編 纂 された憲

法 草案 は元老院で の長 い審議 に付 された。 つい には,国 民全体か ら長 らく待

ち望 まれていた憲法 典が1889年2月11口 に発布 され,　 =1体 が祝 賀にわい

た。 第1回 目の議 会が開会 されたのはそれか らしば し経 ってか らのことであ っ

一48一



明治 期一 「1本人留学 生の大 日本帝 国憲法論

た 。」C「11fallaitdonctoutcr6er,toutreformer.L'acitivit6des

fonctionnair-es,aideepar・1'opinionpublique,reussitbientotaorganiser

desinstitutionsi・epondant.parfaitementauxexigencesdupays.Le

gouvernementcentral,1'administrationdesprovinces,lajustice,

1'organisationmilitaire,etc.,sontalTiv6safonctionnerd'uneminier・e

remarquable.Descodesontetereciiges.

Pendantcet.emps,lesideespolitiquesdupeuplesedeveloppaient

egalement.Lesjournauxmanifesaientdeplusenplusleurtendancevers

unePolitiqueliberale,etlavivacitedeIeurlangageallaittoujoursOIl

aug・mentant.Dejaaucommencementde1874,plusieurshommesd'Etat

adresserentaugouvet°nementdesrepresentationsdemontrantlanec・essite

d'organiserunparlement.Maisc'estverslafinde1'annee1879quele

peuplecommξmgaas'occuperdeeettequestionavecunegrandeardeur.Au

moisdejanvier1880,lesmandatair・esdeshabitantsdequelquesde

partementspresenterentau5enatdesadressesdemandantlaformation

d'unparlement.Aidepar1'engergiedesorateui°setdelapi°esse ,le

mouvementdelapolitiquelibei・aletrouvapartoutsonecho .

Bientot,touteslesprovincesenvoyerent ,lesunesapreslesautres,des

mandatairesalaeapitale.Ceshommes,malgr6tousleursefforts ,virent

leur・sdemandesrefuseespartout:par・leSenat,parleConseildesMinistres ,

etc.Lesfonctionnair・essuperieurs,priesparcesmandatairesdefaire

parvenirleursadressesal'empe1℃urnecrurentpasdevoirs'encharger.

C"estalorsquelepaysentier1'utprixparla1'ievrepolitique .Desassocia-

lionsseformerentpartout.Desorateursfirentdescampagnesdarestoutes

lesprovinces.Lesjournaux6taientremplisd'articlespolitiquesetleur

vivaciterendaitnecessaireuneseveresurveillancedelapolitique .Le

mouvementayantdu　 °eAresdedeuxans,onvitmemeauseindtt

gouvernementdehautesfonctionnairesplaidantlacauseduregime

constitutionne1.Enfin,aumoisd'octobrel882,rempel恩urrenditune

ordonnaneeparlaquelleilpromitaupeupled量organiserunparlementdaps

ledelaideseptans.L'opiniondupaysetanttelle,its'agissaitdedonne°la

meilleureformealaconstitutionfuture.L'empei°eurenvoyaenEurope
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plusiew-sdesesfonctionnaii°essuperieui°spourfaireetudierlesconstitu-

lionsdediversEtatsalourssourcesmemos.Cesfonctionnaires,alatote

desquelssetrouvaitleComteIto,aujotu-d'huipt・esidentduConseildes

ministres,s'acquitterentdeleurtacheaverbeaucoupdezele.Leprojetainsi

formulefut1'objetdelonguesdiscussionsauSenat.Enfin,laconstitution

impatiemmentattenduepartoutelanationfurpromulgueelellfevrier

1889,aumilieudunegrandefetenationals.Lapremierereuniondu

parlementeutlieuquelquetempsapres."(Cf.,NOSAWA,op.cit.,pp.19-

21))0

108Cf.,NOSAWA,op.cit.,pp.53-79.

109"ladifferencecompleteentrelesJaponaisetlesChinois"(Cf.,

NOSAWA,op.cl`.,P.39).

110Cf.,NOSAWA,op.cit.,pp.39-44

111Cf.,Japon:Constitutionpolitiquedu11距orε θr1899,traduiteparItchiro

Motono,dansAnnuairedρlegislationPtPtrangerP,vol.30,a900,PP.1032-

1040.本 野 一郎 に つ い て は,秦 郁 彦 編 『日 本 近 現 代 人 物 履 歴 事 典 』,東 京 大 学

出 版 会,2002年,p.520を 参 照 。

ll2"...encomparantcesdeuxtraductionsaveccelle-ci(lamienne)げai

trouvequelquesdifferences,encequ'ellesontetefaitesavecunecertaine

liberte,tandisquej'aireproduitlesexpressionsdutexteoriginalleplus

litteralementpossible,...Avermatraduction,onpourrapeut-titremieux

penetrerBanslevraisensdutexteoriginal."(Cf.,NOSAWr'1,0p.cit.,p.4).

113"ensuivant1'ordretraceparletextelui-meme,quiestti°essystematique

ettresclan°e"(Cf.,Nosawa,oP.cit.,P・4).

114明 治9年(1876年)時 点 で 力1藤 弘 之 に よ る 部 分 訳 がi.1本 国 内 で 流 布 し て い

た 事 情 を 無 視 で き な い 。

115"11seraitegaleinentinsensedevouloirGreerdenouvellesinstitutions

sanstenircomptedesexperiencesfaitesparlesautresnations."(Cf.,N

OSAWA,op.cど 亡.,p.26).

116"Maislafolieseraitencoreplusgrandesicepeuplevoulait,...faireune

revolutionpoursedormeruneconstitution,commelaplupartdesnations

dontlaconstitutionaeteprecedeepardesmouvementsplusoumoinsre
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volutionnaires....combiendespersonnelnousontditquelaConstitution

etantuneoeuvrehistorique,leJapondevaitsuivreuneevolutionlenteet

graduelle,commefontfaitlesauti°esnations,avantdepouvoii・formulei・

saloifondamentale.LesJaponaisdevraientdoncnecessair・ementrepasser

partouslestatonnementsqu'onvoitdaps1'histoiredesautrespeuples...

Voilaunebelleidee!"(Cf.,NOSAWA,op.Clt.,PP.26-27),

117"...ilnesuffitpasdecriera1'injustice.Ilfautenvoi°eettoutd'abordvoir

d'ouelleprovient,afindesaisirlacauseoularaisond'etred'institutionset

decoutuinesquinousparaissentai・eleguerBans1'histoiredupasse"(Cf.,

LouisBRIDEL,Lafemmeetledroit-Etudehistoriquesurlaconditiondes

femmes,librairieF.Pichon(Paris)etlibrairieF.Rouge(Lausanne),1884,

p.10).

118"labasememede1'Etat"(NOSAWA,op.cit.,p.178).

119"celareproduitexactementlesentimentnational"(NOSAWA,op.cit.,p.

95).

12011}'uniteabsoluedelavolonteetlarapi(citede1'executionetant

necessaireBanslemomentsupreme,lapei・ted'uninstantpoui・rait

entrainerlapertedunearmee,etletempsqu'exigelaconvocationetla

deliberationdeschambresdansunpareilmomentpour°railcompi・ometti・e

lesortdel'Etat.'「(NOSAWA,op.cit.,p.101).伊 藤 博 文 の 「… … 外 国 と 交 戦

を 宣 告 し,和 親 を 講 盟 し,及 条 約 を 締 結 す る の 事 は 総 て 至 尊 の 大 権 に 属 し,

議 会 の 参 賛 を 借 ら ず 。 此 れ 一 は 君.1三 は 外 国 に 対 し 国 家 を 代 表 す るi三 権 の 統 一

を 欲 し,:は 和 戦 及 条 約 の 事 は 専 ら 時 機 に 応 じ 簿 謀 敏 速 な る を 尚(た っ と)

ぶ に 山 る な り。」(枢 密 院 議 長 伊 藤 伯 著 『'帝国 憲 法 皇室 典 範 義 解 』,国 家 学 会,

1889年,P・25)に 依 拠 して い る 一一一節 で あ ろ う 。

121"_anotreavis,_L'opinionpubliqueestbienplussuscel・)tible1.detre

enti°aineepai°lapassionquelesouverain,quiestordinairemententoure

d'unConseilayantunecertaineexperience.Danttouslescas,itestfort

douteuxqueleschambr・espuissentagir,dapscettecir・constance,averplus

desagessequelemonarquelui-memo."(Cf.,NOSAWA,oμ`・ εム,P.102).

122"Quantanous,nousn'hesitonspasadormerI'adopitiondeceregime

(par°lementair・e)quir・eduitlepouvoirexecutifaunesorted'esclavage,
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tandisqu量ilaccordeaucorl〕slegislatiflapuissancesouveraine."(括 弧 内

は 引 用 者 。Cf.,NOSHWA,op.Clt.,P.177).

123"...letemperamentexcitabledesJaponaisetlemanquededeuxBrands

partiespolitiquessontaconsiderercommeetantparticulierementdefa-

vorablea1'etablissementdecci°egime(parlementaii・e)."(括 弧 内 は 引 川 者 。

Cf.,loc.cit.)

124

125

126

127

128

清 水 著 前 掲 書,pp.219-240。

伊 藤 著 前 掲 書,pp.8-9。

例 え ば,稲 田 著 前 掲 書,pp.889-912。

Cf.,Lesconstitutionsmodernes-recueildesconstitutionsenvigueur

da.nslesdiversEtaCsd'Europe,d'Ameriqueetdumondecivilise,editeespar・

P'.R.Dareste,tomeII,Paris,tr°oisiemeedition,1910,p.697.

城il巨 郎 著 「落n燃 ゆ 』,新 潮 文 庫,1974年,p.163。
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